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税務課長 那 須 正 吾 ○ 
商工観光

課 長 
北 口 俊 朗 ○ 

町民課長 宮 原 恵 美 子 ○ 
建設林業

課 長 
坂 本 健 一 郎 ○ 

生活福祉

課 長 
小 見 田 文 男 ○ 

上下水道

課 長 
深 水 光 伸 ○ 

高齢福祉

課 長 
上 村 哲 夫 ○ 

農業委員会

事務局長 
大 林 弘 幸 ○ 

健康推進

課 長 
岡 部 和 平 ○    

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 



- 27 - 

議事日程（第２２号） 

日程第 １ 議案第４９号 平成２８年度あさぎり町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第 ２ 議案第５０号 平成２８年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ３ 議案第５１号 平成２８年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ４ 議案第５２号 平成２８年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ５ 議案第５３号 平成２８年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ６ 議案第５４号 平成２８年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ７ 議案第５５号 平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ８ 議案第５６号 平成２８年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第５号）について 

日程第 ９ 議案第５７号 平成２９年度あさぎり町一般会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１０ 議案第５８号 平成２９年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１１ 議案第５９号 平成２９年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１２ 議案第６０号 平成２９年度あさぎり町介護保険特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１３ 議案第６１号 平成２９年度あさぎり町上財産区特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１４ 議案第６２号 平成２９年度あさぎり町水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１５ 議案第６３号 平成２９年度あさぎり町下水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１６ 議案第６４号 平成２９年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１７ 議案第６５号 平成２９年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 議案第４９号 平成２８年度あさぎり町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第 ２ 議案第５０号 平成２８年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ３ 議案第５１号 平成２８年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ４ 議案第５２号 平成２８年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ５ 議案第５３号 平成２８年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ６ 議案第５４号 平成２８年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

日程第 ７ 議案第５５号 平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

日程第 ８ 議案第５６号 平成２８年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第５号）について 

日程第 ９ 議案第５７号 平成２９年度あさぎり町一般会計予算について 

（提案理由の説明） 
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日程第１０ 議案第５８号 平成２９年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１１ 議案第５９号 平成２９年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１２ 議案第６０号 平成２９年度あさぎり町介護保険特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１３ 議案第６１号 平成２９年度あさぎり町上財産区特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１４ 議案第６２号 平成２９年度あさぎり町水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１５ 議案第６３号 平成２９年度あさぎり町下水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１６ 議案第６４号 平成２９年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

日程第１７ 議案第６５号 平成２９年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算について 

（提案理由の説明） 

 

 

 

午前１０時 開 議 

 

●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼、おはようございます。着席。 

◎議長（山口 和幸君）  ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

日程第１ 議案第４９号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第１、議案第４９号、平成２８年度あさぎり町一般会計補正予算（第７号）に

ついてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  本日もどうぞよろしくお願いいたします。議案第４９号、平成２８年度あさぎり町

一般会計補正予算（第７号）について提案いたします。平成２８年度あさぎり町の一般会計補正予算（第７

号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、

２億９,２５４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１１４億５１万７,０００円とする

ものでございます。詳細につきましては、それぞれの担当課長より説明申し上げますので、どうか審議の上、

可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  おはようございます。まず、それでは平成２８年度あさぎり町一般会計補

正予算（第７号）について、説明させていただきます。１ページをお開けいただきたいというふうに思いま

す。第１条第２項から読ませていただきます。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。繰越明許費の補正、第２条、繰越明許

費の追加及び変更は、第２表繰越明許費補正による。債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為の変更は、

第３表債務負担行為補正による。地方債の補正、第４条、地方債の追加及び変更は、第４表地方債補正によ
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る。６ページをお願いしたいと思います。第２表、繰越明許費補正、追加の分です。事業名と総額について

説明をしたいと思います。まず最初に、旧須恵中学校跡地用地整備事業、１,２０２万１,０００円、これに

つきましては、グラウンド周囲の敷地を造成するために、購入土よりも安価な市房ダムの砂利を使用すると

いうふうなことで、熊本県の工事の流用土を使用するようにしておりましたけれども、県の発注現場の都合

によりまして、時期が遅れたことによりまして、年度内に事業が完了することができないということと、そ

れから分譲宅地内に地区の水道管が埋設されておりまして、それを付け替えなければならないこと、それか

ら旧須恵中学校の浄化槽が、これ１００人槽ですけれども、グラウンド内に埋設されておりまして、維持管

理費が非常に高額になるために、規模が小さい浄化槽、７人槽に申請するというふうなことの理由からです

ね、今回繰越しを行うというふうになっております。それから次の個人番号カード交付事業、１２５万５,

０００円、これにつきましては、これは総務省からのですね、通知によりまして、マイナンバーカードの発

行状況をかんがみまして、繰越しをするというふうになっております。この事業は地方公共団体情報システ

ム機構、俗にＪ－ＬＩＳと言いますけれども、そこに払うものでして、ここからの請求があったときに、支

払いをするというふうになっておりまして、まだＪ－ＬＩＳからの請求が来てないということで、２９年度

に繰越すというふうなことになっております。それから次に、地域介護福祉空間整備事業補助金、１１０万

円です。これにつきましては、国の内示が今年になってからありまして、そのために対象事業者側のですね、

工事発注、あるいは、工事進行等の期間が短くてですね、本年度内に竣工ができないというふうなことで繰

り越しとなっております。それからＪＡくま栗選果施設整備事業負担金、２１８万１,０００円、これにつ

きましては、年度内の竣工を目指しておりましたが、震災後のですね、労働需要の急増、あるいは現場作業

員の確保が非常に難しくなったということで、年度内の竣工ができないために繰越しをしております。それ

から農業基盤整備促進事業、１,８００万です。これは国の補正で採択された事業でありまして、年度内の

工事完了が見込めないために繰越しを行います。それから、次の地方創生拠点整備事業、７７７万５,００

０円、それからおかどめ幸福駅売店改修事業、７,０００万円、これにつきましても、国のですね、内示が

今年になってから行われまして、おかどめ幸福駅売店改修については、年度内での完成が見込めませんので、

これについても繰越しを行うというふうなことです。それから舗装補修事業、５,５００万円です。これは

国の補正予算が追加されて、追加された交付金を受け入れてですね、工事をするというふうな事業ですけれ

ども、これについても工期が不足しておりまして、これも繰越しというふうなことです。それから橋梁補修

事業、２,４２０万円、これにつきましては、特殊工法が必要な橋梁補修工事で、施工業者の確保に時間を

要したために繰越しとなっております。それから道路改良歩道整備事業、８,７４５万円です。これにつき

ましては、これも国の補正予算が追加になって、交付金を受け入れるために、ということになっておりまし

て、期間が不足しておりまして、繰越しとなっております。それから耐震改修促進計画策定事業、３５５万

４,０００円です。この計画につきましては、熊本県の計画を踏まえたところで策定するというふうになっ

ておりまして、県の計画がですね、３月末に策定されるということで、この計画に反映させるためには、２

８年度内にはできないということで、繰越しを行うものです。それから次に須恵小学校トイレ改修事業、４,

７３０万、それから深田小学校トイレ改修事業、６,６００万、それからあさぎり中学校トイレ改修事業、

５,４６０万につきましては、当初は２９年度に計画しておりましたけれども、２９年度で国の交付金がで

すね、つくことが非常に難しいということで、２８年度に申請しまして、２８年度で交付金の内示を受けて

おりますので、それで事業をやっていくというふうなことです。期間的に工期が年度内での完成が見込めま

せんので、これを繰越すというふうなことです。それから続きまして、繰越明許費のですね、変更の部分で

す。免田地区体育館改修事業、補正前が６,００２万２,０００円、補正後が６,３９２万２,０００円となっ

ております。３９０万円の増となっておりますが、これにつきましては、１２月にですね、予算の繰越手続
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を行ったところですが、その後に公共建築工事共通費積算基準の改定が行われまして、一般管理費の諸経費

比率が引き上げられたことによりまして事業費が増額になりました。このことから、今回変更を行っており

ます。それから続きまして、７ページをお願いしたいと思います。第３表、債務負担行為補正ですが、団体

営農業農村整備事業、あさぎり第１２地区工事請負費、補正前が限度額２５０万、補正後が３５０万となっ

ております。これにつきましては、２月の補正予算時の債務負担行為限度額は、県査定を経て事業費を決定

しておりましたけれども、積算する段階で事業費が上回ることになったために、今回限度額を変更するもの

です。次、８ページをお開けいただきたいと思います。第４表、地方債補正。観光施設整備事業、３,５０

０万円です。これにつきましては、先ほど繰越明許費のほうでも説明を行いましたけれども、おかどめ幸福

駅売店改修事業でありまして、財源として、一般補助施設等整備事業債を充てることになっております。起

債の方法、利率、償還の方法については、ここに記載してあるとおりでございます。それから次に、地方債

の変更のほうですが、まず最初に庁舎改修事業、１００万円の増で、１,１３０万円です。これにつきまし

ては、実績によりまして起債が増えております。合併特例債を予定しております。それから農業施設整備事

業、９０万円増えまして、１,７９３万円となっております。これにつきましては、県の事業で、国の補助

がついたということで増額となっております。それから道路整備事業、これにつきましては、１,７６０万

円の減でありまして、１億４,０１０万円となっております。これは、平成２８年度の実績によりまして、

減額となっておりまして、一応過疎債を予定しております。それから消防施設整備事業、８０万円の減で、

１,６９０万円となっておりまして、これも実績に基づいたところでの減というふうになっております。合

併特例債を予定しております。それから、学校施設整備事業、１億２,２９０万円の増です。で、２億５,０

７０万円。これにつきましては、須恵小、それから深田小、それから、あさぎり中学校のトイレ改修工事で

すね、この分が増額となりまして、この金額になっております。合併特例債を予定しております。それから、

社会教育施設整備事業、２,０２０万円の減です。７,７１０万円となります。これにつきましては、当初起

債を予定しておりましたけれども、補助金等が付いたというふうなことで、起債の減となっております。過

疎債を予定しております。続きまして、歳入の部に移りたいと思います。１１ページをお開けいただきたい

と思います。上段のほうですが、目１地方交付税、４億２,９３４万７,０００円。これは普通交付税でして、

今回の補正の財源に充てるものです。本年度の普通交付税の総額が、４８億３,７４０万１,０００円となっ

ておりまして、留保財源が、２億８,５７５万５,０００円となっております。続きまして、１４ページをお

開けいただきたいと思います。下のほうになりますが、款１５県支出金、目１総務費県負担金、ふるさと寄

附金負担金、１１０万９,０００円です。これは県へのふるさと納税の中で、市町村を指定されて納税をさ

れる方がおられまして、その分を県からあさぎり町に負担金として交付されますので、その分を上げており

ます。県を通して来る分が、１１１万円となっております。それから次に１５ページをお願いします。中ほ

どです。款１５県支出金、目１総務費県補助金、節１生活交通維持活性化総合交付金、３万円ですが、これ

につきましては、交付金のですね、金額が確定しましたので、この金額が来ております。全体で、２８６万

円となっております。それからその下、土地利用規制等対策費交付金、３,０００円です。これにつきまし

ても、交付額が確定しましたので、今回来ているものです。それから次に１６ページをお開けいただきたい

と思います。下のほうになります。款１５県支出金、目１総務費県委託金、説明欄で、学校基本調査交付金

から１７ページのですね、商業統計調査交付金、これについてなんですが、交付金額が確定しておりますの

で、それに合わせて今回補正を行っているところです。それから、１７ページの下から２段目になりますが、

款１７寄附金、目２指定寄附金、ふるさと寄附金、４００万の減です。これにつきましては、予算上では３,

５００万程度の納税があると、寄附があるということで予定をしておりましたが、寄附金がなかなか伸びず

にですね、今回、４００万減額するものです。今現在３,０４０万程度の寄附をいただいているところです。
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原因としましては、寄附の件数は伸びているんですけれども、金額が伸びていないというふうな状況です。

２８年度は結構あの１万円のですね、寄附が多くてですね、そういったもので伸びていないと、昨年から比

べると、１０万円コースあたりが、かなり落ち込んでるというふうな状況でして、それと震災の影響も若干

あったのかなというふうに感じているところです。それから、下のほうにですね、款１８繰入金、目１財政

調整基金繰入金、財政調整基金繰入金、３億円の減です。これにつきましては、当初、財源不足ということ

で、３億円の財調を繰り入れておりましたけれども、その後のですね、歳入のほうの特に普通交付税なんで

すが、これにつきまして、予想よりも多く来ました。そういったこともありまして、今回、取り崩しを取り

止めるというふうなことで、３億円を減額しております。それから１８ページをお願いしたいと思います。

中ほどの款２０諸収入、目３雑入ですけれども、この中の上から２段目の熊本県市町村振興協会市町村交付

金、４４３万７,０００円ですが、これはオータム宝くじからの交付金として来るものです。これは主に外

国青年招致事業のほうに充てるものです。それから、１９ページの款２１町債については、先ほど地方債の

補正のところで説明をいたしておりますので、省略をさせていただきたいと思います。次に歳出のほうです。

２０ページをお開けいただきたいと思います。下のほうですが、款２総務費の目７企画振興費です。４２３

万２,０００円の補正となっておりますが、この中で、給料、共済費につきましては、後ほど総務課のほう

から説明があるかというふうに思いますので省かせていただきますが、負担金補助及び交付金、くま川鉄道

経営安定化補助金、５４８万２,０００円です。これにつきましては、９月に経営安定化補助金、９６２万

円を予算化しておりまして、３月には、くま川鉄道のですね、施設整備というふうなことで、５４８万２,

０００円を計上しているところです。両方合わせまして、１,５１０万２,０００円というふうになっており

ます。それからその下、目８電子計算費ですけれども、１６３万円の減です。ソフトウエア使用料、１３万

円の減、これにつきましては、当初ソフトウエア使用料として、１３万円を計上しておりましたが、ソフト

ウェアの使用は、業者の好意によりまして、要らないというふうなことで、一応減額をさせていただいてお

ります。それから電算機器使用料、１５０万円の減です。これにつきましては、２８年度からですね、保育

所が民営化になりまして、保育所勤務の職員が一般事務につくということで、そのシンクライアントのです

ね、使用料を多めに見積もっておりましたけれども、そこまでは数が要らないということで、その分を減額

するものです。それから２１ページです。上のほうですが、目１４基金費、節の２５積立金、この中の財政

調整基金積立金、２億円です。これにつきましては、先ほど歳入のほうで申し上げましたかと思いますが、

歳入のほうがですね、思った以上に伸びておりまして、留保財源が多いというふうなことで、今回、財調を

２億円積み立てるというふうなことにしております。それから目１７ふるさと寄附対策費、報償費、ふるさ

と寄附お礼品、３５０万円の減です。これにつきましては、先ほど歳入のほうで減額しておりますので、歳

出のほうでも、調整するため減額をしております。それから２１ページの下のほうですが、款２総務費、目

２学校基本調査費から、２２ページの下のほうになりますが、目６商業統計調査費の補正予算の内容なんで

すが、これは先ほど歳入のほうで申しました各種統計調査のですね、交付金が確定しておりますので、それ

に合わせて補正を行っているところです。それから最後になりますが、３４ページをお願いしたいと思いま

す。公債費です。これにつきましては、目の元金と利子でございますけれども、下のほうですが、目１の元

金と、目２の利子でございますけれども、これにつきましては、利率の見直しとか、元金による元金の増と、

それから利子の減というふうなことで出てきておりまして、元金のほうが、１９１万７,０００円の増、そ

れから利子のほうが、６７３万２,０００円の減となっております。以上で、企画財政課の説明を終わらせ

ていただきます。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  続きまして、総務課所管分の御説明をいたします。１１ページお願いいたしま
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す。１１ページの最下段の目１総務使用料でございますが、行政財産使用料、これは歳入見込み額の増でご

ざいますが、内容としましては、旧庁舎等の使用料の実績見込みでございます。それから、次が１７ページ

でございます。中ほど、１７ページの中ほど、財産収入の中の目２利子及び配当金、これは説明の欄のとお

り、公共施設整備基金の運用利子ということで５,０００円の増でございます。開けていただきまして１８

ページでございます。下から２マス目でございますが、目３雑入の中の説明欄、最下段２項目でございます

が、それぞれ公有の公有建物と、公有自動車のそれぞれの共済金でございます。内容といたしましては、光

ファイバーの火災に、延焼によりますところの損害、あるいは自動車につきましては、対物あるいは自損に

つきましての、それぞれの共済金が記載の金額の補正をお願いするものでございます。開けていただきまし

て、歳出でございますが２０ページでございます。今回、この２０ページ以降に歳出の中で各費目に人件費、

節で言いますところの、節２の給与、それから節３職員手当等が、それぞれ増減の補正が上がっております

が、その内容につきましては、３５ページ以下に給与費明細がございますので、こちらで全体的な御説明を

させていただきます。まず３５ページの給与費明細書でございますが、特別職の１番最下段に比較欄がござ

いますが、報酬で、１３９万８,０００円の減、これは、内容といたしましては、経済センサス関係或いは

スポーツ推進委員会、それから中山間関係或いは川辺川事業関係で、それぞれ各委員さん方の、あるいは非

常勤職員さんの報酬の減ということで、１３９万１,０００円でございます。中ほどに期末手当の欄、議員

さんの欄にマイナス４５万１,０００円とございますが、この部分は４月改選によりますところの、新議員

さんの６月の期末手当の基準日の関係で予算、４５万１,０００円、現に余るという形でございますので、

今回、そのような取り扱いをいたしております。そのそれぞれの内訳が３６ページ以下に一般職分がござい

ますが、ここは先ほど申し上げました、給与等がここに上がってくるわけでございます。まず総括といたし

まして、給与が比較欄で、１,０４８万６,０００円減でございますが、併せて共済費が１４９万９,０００

円、合計の、１,７５０万１,０００円でございますが、３７ページの給料のその他増減、１,０４８万６,０

００円、これは育児休業を取得している職員の増減ということで、３人、今回、今年度該当いたしますけれ

ども、この分と職員手当の期末手当、勤勉手当、この付近に、育児休業等の影響額でマイナスが出てくると

ころでございます。あと他の扶養手当等につきましては、それぞれの状況の変化、対象者の変化等々で、結

果的にマイナスが今回の場合出ております。時間外手当、１８２万８,０００円につきましては、内容とい

たしましては、大きいものは、川辺川事業の１２５万５,０００円、チャレンジデーの中止によりますとこ

ろの、２３万６,０００円等が今回大きな要因となっております。今申し上げました特別職、一般職につき

ましての、人件費関係につきましては、先ほど申し上げました、歳出の２０ページ以降に、それぞれ各費目

の中に出てまいりますので、各個別の説明につきましては、この後割愛をさせていただきたいと思います。

２０ページにお戻りいただきまして、議会費は先ほどちょっと申し上げました、その人件費以外につきまし

ては、それぞれ不用額等が出ております関係でのマイナスでございます。款の２総務費につきましては、目

１一般管理費、節の１９負担金補助及び交付金の中で、研修費補助３９万円ございますが、これは区長研修

につきましての補助金の残ということでございます。目の６財産管理費でございますが、燃料費、電気料等

がマイナスが出ております。これは他の費目でもまた出てまいりますが、燃料費につきましては、全体的な

一般的な話といたしまして、当初予算の設定単価よりも、燃料費が年度を通しますと、平均的に下がってお

ります。ガソリン代等が下がっております関係で、燃料費は他の費目につきましても特別な要因がない場合

には減額ということになっております。合わせて公用車の出張が熊本地震の関係で、特に年度初めのほうで

はかなり減っております、という関係で、その分のマイナス要因もございます。もう１点、電気料につきま

しても、先ほど言いました燃料費の減ということで、電気料の算定基礎の中に、燃料費調整額というのがご

ざいます。その分が減額となりまして、電気料も若干、年間を通しますと減額になっております。というこ
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とで、他の費目も含めまして、特別要因がない部分につきましては、燃料費、電気料は減額になるところで

ございます。２０ページの最下段の防犯対策費の電気料につきましても、ほぼ同じような要因でございます。

それから飛んでいただきまして３２ページでございます。３２ページの消防費の中で、目２非常備消防費で

ございます。費用弁償、１１８万５,０００円の増でございますが、これは昨年末の町内での行方不明者の

捜索に消防団が出ました関係で、消防団員の費用弁償ということで増額でございます。目の３消防施設費で

ございますが、設計委託料の減、これは防火水槽の設計につきまして、職員で対応を、今年度いたしました

関係でその分の残額の減でございます。目の４防災管理費でございますが、備品購入費、４６７万円の減で

ございます。これは防災服と、それと行政用の無線、簡易無線機の購入を行いましたが、これは入札差額と

いうことで、かなり差額が大きく出ました関係で、残額を減額をするものでございます。総務課分以上でご

ざいます。 

◎議長（山口 和幸君）  会計管理者。 

●会計管理者（上渕 幸一君）  会計課所管の補正の説明をさせていただきます。１８ページをお願いいたし

ます。１カ所でございますが、１８ページの１番上でございます。諸収入の目１町預金利子でございます。

マイナス金利が導入されました関係で、その影響が出て収入額が減ったということで、１７万４,０００円

の減額をさせていただいております。会計課所管につきましては以上でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  町民課所管の補正予算について御説明申し上げます。６ページをお願いい

たします。第２表繰越明許費でございます。上から２段目、項３戸籍住民基本台帳費、個人番号カード交付

事業でございます。１２５万５,０００円を計上いたしておりますが、これは通知カードの作成や、個人番

号カードの製造に係る費用につきまして、国からの補助金を、地方公共団体システム機構へ支出するもので

ございます。総務省からの通知によりまして、２８年度の交付決定済額を繰り越すものでございます。続き

まして１２ページをお願いいたします、歳入を御説明申し上げます。中段でございます。款１３使用料及び

手数料、目１総務手数料、節４住民登録関係手数料、それから節５印鑑証明手数料でございます。３月末ま

での実績を見込んだところで、それぞれ２０万円の減額です。節７個人番号関係手数料、２万２,０００円

の減額でございます。これは個人番号カードの再交付申請件数が見込みよりも少なかったことによります減

額でございます。その下になります。目３衛生手数料、節１犬登録手数料、４万８,０００円の減額です。

これは登録頭数が見込みより少なかったことにより減額するものでございます。節２狂犬病予防注射手数料、

１万１,０００円の減額です。登録頭数の減によりまして、接種頭数も減ったため減額をさせていただくも

のです。次のページをお願いいたします。下段になります。目１総務費国庫補助金、節１総務費補助金、個

人番号カード交付事業費補助金でございます。２３万３,０００円の減額です。これは総務省からの交付決

定通知額により、減額するものでございます。次のページをお願いいたします。中段の真ん中になります。

目２民生費国庫委託金、節２国民年金事務委託金、２２万４,０００円の減額でございます。国民年金に係

ます人件費や、物件費、協力連携に係る経費、それぞれが減額になったもので減額をさせていただくもので

す。続きまして歳出です。２１ページをお願いいたします。３段目になります。目１戸籍住民基本台帳費、

節１３の職員手当等でございますが、時間外勤務手当の２０万円の減額でございます。これはマイナンバー

制度関連事務等の時間外対応が、予定よりも少なかったため減額をさせていただくものです。それから目１

９負担金補助及び交付金、個人番号カード関連事務負担金でございますが、２３万３,０００円の減額です。

先ほどの歳入の国庫補助金で、国からの交付決定通知により計上した額を、委託先の地方公共団体システム

機構へ支出するものでございます。２４ページをお願いいたします。款３民生費、目５国民年金事務費でご

ざいます。歳入の国庫委託金の減額によるところの財源更正でございます。次のページをお願いいたします。
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歳入の最下段になります。款４衛生費、目２予防費、こちらも歳入の衛生手数料の減額によりますところの

財源更正でございます。その下でございます。目３環境保全費、節１３委託料、生ごみ収集運搬委託料、１

１万円、生ごみ処理委託料、７０万円、それぞれ増額をお願いするものでございますが、これは事業所数の

増加によりまして、事業系生ごみの搬出量が増加したことにより、予算が不足いたしますので、増額をお願

いするものでございます。以上で、町民課所管分の説明を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  ここで申し上げておきますが、第２表、繰越明許費補正、第３表、債務負担行為の

補正、第４表、地方債の補正については、企画財政課長から説明があっておりますので、ダブりの説明はし

ないようにしてください。生活福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  では、生活福祉課の補正予算について説明申し上げます。１１ページをお願

いします。歳入から説明申し上げます。詳細に説明に入ります前にですね、歳入歳出とも、各事業の歳入に

おきましては、各事業のですね、交付申請とか変更申請によりまして、負担金の決定や内示がなされており

ます。それに伴う調整額でございます。また、昨年度の実績報告に伴いまして負担金補助の追加交付がなさ

れておりますので、それも補正しております。それから歳出におきましては、主に各事業におきましての実

績及び今後の見込み額から、現予算では不足する額、それから不用額が見込まれるため増減補正をしており

ます。では、１１ページから説明申し上げます。款の１２の分担金及び負担金、目２の民生費負担金、節１

で病児病後児保育事業費、町村負担金、３３万６,０００円減額補正しております。これは上球磨３町村と

あさぎり町が共同で実施しております病時病後児保育事業を公立多良木病院ほっと館で行っておりますけれ

ども、あさぎり町が２７年、２８年度が事務局でありまして、ここで３町村の負担金を受け入れるものでご

ざいます。２８年度の負担金を算定する時期におきましては、まだ繰越等が確定しておりませんでした。そ

の後、決算等でそれぞれの額が確定したことによって、今回、各町村の負担金を調整したものでございます。

次のページをお願いします。最下段です。款の１４国庫支出金、目１民生費国庫負担金、節２障害者福祉費

負担金、１７,００７,０００円減額、それから次のページですけれども、節４児童福祉費負担金、１,１３

７万７,０００円増額、節５児童手当国庫負担金、３２４万６,０００円減額、ここでの節２においては、昨

年度の実績報告により、追加交付が含まれております。それぞれの節の２、４、５の事業におきましては、

先ほど申し上げました交付金の申請等によりまして、現予算額との調整を行ったものでございます。目２の

衛生費国庫補助金、節１で養育医療費国庫負担金、３０万８,０００円減額しております。これも交付申請

による減額補正でございます。項の２、目の２民生費国庫補助金、節１障害者福祉費補助金、５２万２,０

００円増額、節２児童福祉費補助金、８８万２,０００円減額、節３臨時福祉給付金給付補助金、６８０万

１,０００円減額、これも、それぞれの国庫負担金で交付申請に伴います予算額の調整をして補正をしてい

るものでございます。次のページをお願いします。項の３国庫委託金、目２節１で児童福祉費委託金、１万

１,０００円増額しております。これも交付申請に伴います増額補正でございます。款の１５県支出金、項

１、目２の民生費県負担金、節３から、次のページの節５、６で増減補正をしておりますが、これも国庫同

様ですね、県負担金の交付申請に伴います補正でございます。節３で障害者福祉費負担金、６６１万９,０

００円減額、それから次のページですけれども、節５で児童福祉費負担金、５６８万９,０００円増額、節

６で児童手当県負担金、１０４万８,０００円減額、節７生活保護費負担金、７１９万３,０００円増額でご

ざいます。ここにおいては、負担金の基準額の見直し等により、事務費と保護費の増額補正をしております。

目３衛生費負担金、養育医療費県負担金、１５万４,０００円減額しております。これも交付申請に伴いま

す減額補正でございます。項２、目２の民生費県補助金、節２児童福祉費補助金、４７万円減額、節３ひと

り親家庭等医療費補助金、１５万５,０００円増額、節４障害者福祉費補助金、４万１,０００円増額、これ

も交付申請に伴います増減補正でございます。次のページをお願いします。目の３の衛生費県補助金、節２
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で乳幼児医療費補助金、８７万８,０００円、これも同じく変更申請に伴います補正でございます。１８ペ

ージをお願いします。款の２０諸収入、項４、目１民生費納付金、節１で救護施設費納付金、８１万５,０

００円減額しております。これも実績と今後の見込みから、現予算に届かないということで、減額するもの

でございます。目３雑入、病児保育事業補助金返還金、６０万８,０００円、これは公立多良木病院で委託

しております、ほっと館の事業でございますけれども、２７年度の補助金が確定しまして、返還しなければ

なりませんので、公立病院よりその分をここで受け入れるものでございます。次に２２ページをお願いしま

す。最下段です。歳出のほうを説明申し上げます。款の３民生費、項１で目１社会福祉総務費、１万６,０

００円の減額補正しております。節８で報償費、成年後見人謝金、１０万６,０００円減額しております。

これは、現在１名の方が町の成年後見制度利用事業を受けておられますが、報酬額が確定しまして、不用額

を減額するものでございます。節の１９負担金補助及び交付金、乗り合いタクシー補助金、２６万円増額補

正しております。本年度の定期路線及び予約路線とも、利用者が増加見込みということで、現予算では不足

が見込まれるために、今回補正するものでございます。それから２３ページ、次のページですね、目４障害

者福祉費、１,６５５万８,０００円減額補正しております。節１９負担金補助及び交付金、意思疎通支援事

業負担金、２万円。今の予算、現予算で不足が生じますので、２万円を増額するものでございます。それか

ら節２０の扶助費、１,７９０万４,０００円減額補正しております。これも各事業の説明欄にございますけ

れども各事業におきましての実績と、今後の見込みからですね、不足額、それから不用額を補正するもので

ございます。それから節の２３償還金利子及び割引料、１３２万６,０００円、これも２７年度の各事業で

の国県の負担金、それと補助金の実績報告によりまして、補助金と負担金の返還が必要となりましたので、

返還金を計上しております。次のページをお願いします。目８臨時福祉給付金等給付事業、節１９臨時福祉

給付金、６８０万１,０００円減額しております。これは平成２６年度から実施しております消費税の引き

上げ、５％から８％に引き上げされましたけれども、その影響を緩和するため、簡素な給付金事業を展開し

ております。２８年度も実施しておりまして、１人当たり３,０００円分につきまして４,０００人を見込ん

でおりましたけれども、支給決定者が３,７７３名、その関係で６８万１,０００円を減額しております。そ

れとまたあわせてですね、障害遺族年金受給者向けの給付金、これは１人当たり３万円でございますけれど

も、当初４００名見込んでおりました。実際には支給決定者は１９６名ということで不用額が６１２万円あ

りますのでそれを減額するものでございます。項の２、目１児童福祉総務費、１４１万４,０００円減額し

ております。節８の報償費、出生祝金、６０万減額しております。これも実績と今後の出生見込みからして、

不用額が発生しますので、６０万減額するものでございます。節の１９負担金補助及び交付金、１８１万４,

０００円減額しております。この事業も各事業におきまして、これまでの実績及び見込み額から、現予算で

不足するもの、それから不用額が発生するものがございますので、それを補正しております。節の２０扶助

費、障害児通所支援費、１００万、これも実績及び見込み額から不足が見込まれますために１００万補正す

るものでございます。目２の児童手当事業費、節２０扶助費、児童手当、５５８万円減額します。これも実

績、それと見込み額から不用額が発生するため、減額補正するものでございます。次のページをお願いしま

す。目３子ども医療費助成事業、子ども医療費給付金、６５５万２,０００円減額補正でございます。これ

も同じく、不用額が見込まれるために減額するものでございます。目４ひとり親家庭福祉費、節２０の扶助

費、６５万５,０００円増額補正をしておりますが、ここでは実績見込み額で、現予算では不足するために

増額補正するものでございます。それから項の３、救護施設費、目１救護施設総務費、ここでは先ほど歳入

でも説明申し上げましたけれども、生活保護費の事務費の県負担金、５６３万９,０００円増額補正してお

りますけれども、ここの総務費の財源として充当するために財源更正するものでございます。目２の救護施

設事業費、７３万９,０００円、これも歳入での保護費県負担金、１５５万４,０００円増額し、また自己負
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担金、８１万５,０００円減額しております。増額７３万９,０００円分を、施設事業費の中に充当しなけれ

ばなりませんので、節１１の消耗品で、３３万９,０００円、それと材料費としまして、４０万円の７３万

９,０００円を増額しております。２６ページをお願いします。款の４の衛生費、目１０養育医療費、これ

は国県の補助金の減額補正に伴いまして、財源更正をしているものでございます。以上で生活福祉課分の説

明を終わります。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（上村 哲夫君）  それでは、高齢福祉課分の補正予算の説明申し上げたいと思います。歳入

１１ページをお願いいたします。目２民生費負担金、節３老人福祉費負担金で、養護老人ホーム入所者負担

金、１７４万８,０００円の追加をお願いしております。４月から１２月までの調定済額に基づきまして、

当初見込んだ負担金の増額見込みとなることから、今回補正をお願いするものでございます。続きまして、

目２民生使用料、節１白寿荘の使用料で、収入済額と３月までの使用料収入予定により３万５,０００円を

減額するものでございます。続きまして１３ページをお願いいたします。目１民生費国庫負担金、節６低所

得者保険料軽減負担金、介護保険料多段階化負担金で６万６,０００円の減額を計上しております。本年度

の交付決定額と変更後の負担金所要額との差額申請によりまして、減額する申請額が確定となりましたので、

今回補正を行うものでございます。中ほどになります。目２民生費国庫補助金、節４老人福祉費補助金、地

域介護生活空間整備等施設整備補助金で１１０万円を追加しております。繰越明許費補正で説明いたしまし

た、事業交付金の内示が１月末にあったことに伴いまして、今回補正をお願いするものでございます。１５

ページをお願いいたします。目２民生費県負担金、節８低所得者保険料軽減負担金、介護保険料多段階化負

担金で、３万３,０００円の減額を計上しております。国庫負担金と同様、申請額が確定となったものでご

ざいます。続きまして、目２民生費県補助金、節５老人福祉費補助金で老人クラブ活動等事業費補助金で５

万２１,０００円の減額。高齢者住宅造成事業費県補助金で、１９万４,０００円につきましては、補助金額

の確定により残額を減額補正するものでございます。次の低所得者利用者負担対策事業県補助金につきまし

ては、社会福祉法人などが低所得者の利用者負担の軽減を実施した場合に、その軽減策として４分の３の補

助を行うものでございまして、利用実績により補助金を追加補正するものでございます。３万８,０００円

でございます。施設開設準備経費補助金につきましては、当初予算で５４０万円を計上いたしておりました

が、実績による補助金の決定額が３００万円となりましたので、その差額分２４０万円を減額補正するもの

でございます。次の１６ページをお願いいたします。最上段の市民後見推進事業補助金、１２万６,０００

円につきましては、県補助金の申請額が確定したため、差額分を追加補正するものでございます。続きまし

て、歳出２２ページをお願いいたします。目２老人福祉費、高齢福祉課所管の内容でございますけれども、

節８報償費から次の２３ページに続いて、節１１需要費、７万８,０００円の減額につきましては、主に金

婚表彰と１００歳の敬老祝金関係の実績に基づく減額補正となっております。節１２役務費、緊急通報装置

設置手数料は新規分と更新分それぞれ５台ずつ予算化しておりましたけれども、本年度は更新分が４台、新

規が１台の実績であったことに基づきまして、減額を行うものでございます。節１３委託料、敬老会式典業

務委託料につきましては、各地区と施設からありました実績報告に基づきまして、残額、２１１万５,００

０円を減額するものです。節１９負担金補助及び交付金、低所得者負担軽減補助金、５万円の追加につきま

しては、利用実績見込みによりまして不足分の追加を行うものです。施設開設準備経費補助金、２４０万円

の減額につきましては、先ほど歳入県補助金で説明しました補助金の交付決定額に基づく減額補正となって

おります。地域介護福祉空間整備事業費補助金、１１０万円は、繰越明許費で説明をいたしました内容でご

ざいます。次のシルバーエイト負担金につきましては、今回公立多良木病院企業団から示されました平成２

８年度負担金の決定額に基づき、当初予算に不足が生じた、８万７,０００円を追加補正するものでござい
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ます。次の節２０扶助費、敬老祝金減額、４７万円、高齢者住宅改造助成事業費、１８万７,０００円の減

額につきましては、実績による減額となっております。節２３償還金利子及び割引料、高齢者住宅福祉事業

費補助金返還金、４,０００円につきましては、平成２７年度における老人クラブに対する補助金の実績報

告に基づきまして、交付された補助金を返還する必要が生じましたことに伴い、補正で上げておるものでご

ざいます。節２８繰出金、介護保険特別会計繰出金で、１５４万８,０００円の減額といたしております。

本年度低所得者保険料軽減負担金額、介護予防事業繰出金の事業実績見込み額及び、包括的任意事業繰出金

の事業費見込み額の実績によりまして、今回、特別会計への繰出金を減額補正するものでございます。次に、

目３老人保護費、節２０扶助費で老人施設入所措置費、１９０万円を減額いたしております。措置費及び介

護サービス利用料の支払い予定見込み額を算定いたしまして、今回減額を行うものでございます。以上で高

齢福祉課分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  １０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１３分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  健康推進課分の補正予算について御説明申し上げます。歳入ですが、１２

ページをお願いいたします。１番下の段になります。款１４国庫支出金、目１民生費国庫負担金の節３保険

基盤安定負担金です。国民健康保険特別会計に一般会計から繰り出す、繰出金の財源となります国庫負担金

です。交付決定に基づくところの補正になります。それから、１４ページをお願いいたします。１番下の段

です。款１５県支出金、目２民生費県負担金、節２保険基盤安定拠出金、２０８万６,０００円の減額です

けれども、これも後期高齢者医療特別会計に出すところの財源になります。後期高齢者分保険基盤安定拠出

金、２０８万６,０００円の減額です。それから節４保険基盤安定負担金、先ほどの国保と同じ分の県の負

担金になります。２７万５,０００円の減額になります。それから、１６ページをお願いいたします。１番

上です。款１５県支出金、目３衛生費県補助金、節５むし歯予防対策事業費補助金、３,０００円の減額で

すけれども、交付決定額に基づくところの補正でございます。１８ページをお願いいたします。中ほどです。

款２０諸収入、目２衛生費納付金、節１保健事業健康診査徴収金、８,０００円の減額ですけれども、調定

見込み額に基づくところの減額となっております。集団健診等の健診の個人負担金になります。歳出です。

２３ページをお願いいたします。款３民生費、目２老人福祉費の２３ページの中程、２８繰出金です。後期

高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金、２７８万１,０００円の減額でございます。決定通知に基づいた

ところの補正でございます。それから次のページ、２４ページです。上の欄の中ほどです。款３民生費の目

６国民健康保険事務費、節２８繰出金、国民健康保険特別会計繰出金、１,４４８万４,０００円の減額です

けれども、歳入で申し上げました保険基盤安定にかかるところの減額分と、それから現在の国民健康保険特

別会計の状況を見まして、一般会計から繰り出す分を、出産育児一時金の分、それからその他の一般会計の

繰出金というのがありますけれども、それを減額しております。国保のほうの特別会計の中で、賄えるって

いう見込みを立てまして、その分を合わせて減額して、１,４４１万６,０００円の減額となっております。

それから２５ページ、次のページですけれども、下のほうです。款４衛生費、目１保健衛生総務費、節１４

使用料及び賃借料、健康管理システムのリース料の２１万円の減額です。当初予算時に旧システムのリース

料の単価で計算しておりましたものですから、その分の差額２１万円を減額するものでございます。１９負

担金補助及び交付金、病院事業負担金、３万円の増額ですけれども、公立多良木病院企業団の病院事業に係
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る負担金、当初予算計上時とすると、人口の構成が、関係町村で変わったところで、あさぎり町は３万円の

増となったものでございます。次のページをお願いします。目４健康増進事業費、１１需用費、印刷製本費

６万円の減、それから１３委託料、集団健診委託料の１６０万円の減です。これについては、国民健康保険

特別会計の中の保健事業の中で、県の補助事業に乗る部分がございましたので、若かもん健診等の検針委託

料等を国保のほうで支払ったっていうところで、その分をそれぞれ減額するものでございます。それから、

目５母子保健事業費、８の報償費の講師謝金、３万２,０００円ですけれども、これについては、公益財団

法人地域社会振興財団と共催で実施して、子育て講座を行いました。その分で講師謝金等については、財団

のほうから支出していただくということで、町の一般財源を減額するものでございます。それから節１３委

託料、健康診査委託料ですけれども、まず妊婦の健康診査の委託料を予算計上しておりましたが、当初予算

１４０件を基礎としてから計上しておりました。実際のところ１１０件弱ぐらいに減っているということで、

その不用額となる見込みの分を減額するものでございます。それから節１９負担金補助及び交付金、人吉医

療センター発達相談外来負担金、８万８,０００円の減額です。人吉医療センターにおいて、県のモデル事

業で発達相談の外来っていうことで、医師を派遣して、月に１回実施しておりますけれども、これに県域の

市町村が上乗せということで、医師を確保して実施する予定でしたが、当初予定していた医師が異動により

対応できなくなったということで、上乗せ事業ができなくなったということで、その分のあさぎり町の負担

金、８万８,０００円を減額するものでございます。それから目の７健康づくり推進事業費の財源更正につ

いては、虫歯予防に係る県の補助金の減額の分になります。目８保健センター管理費、１３の委託料、警備

委託料ですけれども、これは保健センターと福祉センターの間の警備を保健センター側でやっておりました

が、年度途中に総務課が一括して、警備については、実施することでやり直しました。修繕等しましたので、

その分の委託料の不用額を減額するものでございます。以上、健康推進課分の説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  農業委員会事務局長。 

●農業委員会事務局長（大林 弘幸君）  はい、それでは農業委員会の補正予算について説明いたします。歳

入から説明いたします。１２ページをお願いいたします。中ほどの目４農林水産手数料の節１農業費手数料

につきましては、耕作証明等の収入見込み増による７,０００円の増額補正です。次に１６ページをお願い

いたします。目４農林水産事業費県補助金の節１農業費補助金、１番上になりますが、耕作放棄地解消緊急

対策事業補助金、１０万円の減額につきましては、実績がありませんでしたので減額するものです。２段下

の節３農業委員会交付金の７０万４,０００円、１番上の分ですが、県交付金の交付決定による増額補正で

す。同じくその下の機構集積支援事業補助金、１０万円の減、農業委員会等活動補助金事業費補助金、６,

０００円の減は、交付金確定による減額補正です。次に、１８ページをお願いいたします。上から２段目の

節１農業費、農業者年金受託事業収入の１１万１,０００円の増額につきましては、これも交付決定額の確

定による増額補正です。次に歳出を説明いたします。２６ページをお願いいたします。１番下段になります。

目１農業委員会費、節９の旅費の費用弁償の１６万円の減額は実績によるところの減額です。同じく普通旅

費も実績による減額となっております。１９負担金補助及び交付金の１０万円の減額につきましては、歳入

で説明しましたとおり、事業の実績がなかったことによる減額です。続いて、次のページの上段になります。

目２農業者年金受託事業費の節９旅費の４万５,０００円の減額と節１１の需用費の１２万円の減額につき

ましては、同じく実績による減額となっております。以上で、農業委員会の分の説明を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  農業振興課所管分の補正予算の説明をいたします。お手元に配付しており

ます図面も参考にご覧いただきますようにお願いいたします。６ページをお願いいたします。第２表の繰越
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明許補正の中の４行目に、ＪＡくま栗選果施設の分がありますけれども、この竣工予定を平成２９年５月１

７日としているところでございます。それからその下の農業基盤整備促進事業では、あさぎり第７地区の暗

渠排水工事を繰越してお願いするものでございます。１１ページをお願いいたします。２枠目の目１農林水

産業費分担金の町営土地改良受益者分担金、２３４万円の減額ですが、農業農村整備事業を要望し、事業費

の１０％を受益者負担として受け入れているようにしておりましたが、あさぎり第７地区の繰り越しによる

減額分と、あさぎり第８、第９地区での事業採択がなされなかったことにより減額するものでございます。

次に１４ページをお願いいたします。２枠目の目４農林水産事業費国庫委託金、節１農業費委託金の減額に

つきましては、川辺川土地改良事業の計画変更等に伴う同意取得に係る業務を３月から予定しておりました

が、同意取得に係る関係手続が予定より遅れているために、事務費を減額するものです。１６ページをお願

いいたします。目４農林水産業費県補助金、節１農業費補助金の農業農村整備事業推進交付金、１,０２５

万円の減額につきましては、あさぎり第７地区の暗渠排水事業の事業量が６.４ヘクタールから、７.５ヘク

タールに増加した分の１６５万円の追加とあさぎり第８、第９地区の事業採択がなされなかった、１,１９

０万円の減額によるものです。青年就農給付金（経営開始型）事業補助金につきましては、交付金給付対象

者の確定により減額するものです。経営所得安定対策推進事業補助金、生産総合事業補助金、農地中間管理

機構集積協力金交付事業交付金、多面的機能支払い交付金の農地維持、資源向上、共同と資源向上、長寿命

化につきましては、交付額の決定や内示額により減額するものです。産地パワーアップ事業補助金、１４８

万４,０００円の減額につきましては、薬草加工所内に設置する機械設備をこの事業で申請しましたが、

前々年度の熊本県が実施した強い農業づくり交付金事業での、都道府県別の不用額率により、減額となった

ものです。２７ページをお願いいたします。歳出となります。目３農業総務費ですが、川辺川土地改良事業

の計画変更等に伴う同意取得に係る事務費を充当しておりましたが、国支出分の４３万４,０００円を減額

しております。目４農業振興費です。節１９負担金補助及び交付金の青年就農給付金（経営開始型）事業補

助金の減額ですが、当初、個人１４名、夫婦７組の、３,６７５万円を計画しておりましたが、給付対象と

して、個人１３名、夫婦６組の、３,１３６万７,０００円となったものです。薬草栽培事業補助金につきま

しては、両面裾落とし機械を今年度４台導入し、ほかに、刈ならし機械の導入も予定したところですが、機

械メーカーとの開発の関係により、次年度へ変更したため減額をするものでございます。目７農業生産総合

対策事業費、節１９につきましては、事業主体の葉っぱ屋農園うえむらが、上地区にブーケレタス栽培を行

うために、耐候性ハウスを整備するもので入札結果により、減額し、施設の総事業費は、６,６２１万４,０

００円となるものです。３月３日に町の竣工検査が終了したところであります。目８水田農業経営確立対策

事業費、節１９の地域農業再生協議会補助金につきましては、今年度の事務経費の実績による減額になるも

のです。産地パワーアップ事業補助金は、薬草加工所内に整備する機械施設の導入をこの事業を活用し、２

分の１の補助により整備することとしておりますが、前々年度の都道府県別不用額率によって、５％減額さ

れることとなったために、減額するものです。目９農業施設管理費、節１３委託料ですが、ふれあい物産館

指定管理料を平成２７年度分の委託料で計上していたため、１１万円減額し、６９９万４,０００円とする

ものです。節２３償還金利子及び割引料は、平成２１年度に有機センターが木灰ペレット製造機械を導入し

ましたが、生産性の向上が見込めず、木灰ペレット化をせず販売する形態となっていたために、国からの指

導で残存価格を基準に当初予算へ６０万円の返還額を見込み計上したところですが、算定結果により返還額

が、２９万１,７７４円に確定したために減額をするものです。目１１農地中間管理事業費、節１９負担金

補助及び交付金の経営転換協力金につきましては、農地の貸し付けを希望された２件の方から２７５アール

の申請がなされ、交付対象となったものと、耕作者協力金として、１件の農家の方で４３アールが対象とな

り、総額で９７万５００円が交付額として確定したことにより減額をするものです。目１３中山間地域等直
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接支払制度事業費、節１報酬の減額につきましては、協議会を２回開催しましたが、出席することができな

かった協議会委員の報酬を減額するものです。次ページをお願いいたします。目１４多面的機能支払い制度

事業費ですが、節９旅費、節１１需用費、節１２役務費の事務費につきましては、推進交付金の活用を図る

ために支出内容を変更するものです。節１９負担金補助及び交付金の多面的機能支払い交付金は、今年度の

事業実施に係る変更内示額を受けて、減額をするものです。目１６農地費です。節１３委託料ですが、あさ

ぎり第８、第９地区の採択がなされなかったために減額を行うものです。節１５工事請負費につきましては、

町単独事業分の追加とあさぎり第８、第９地区工事の減額分となります。節１９負担金補助及び交付金は、

百太郎土地改良区が基幹水利施設ストックマネジメント事業を実施しておりますが、今年度当初事業費１億

円から最終事業費が４,４００万円となったために、町の負担額が７１７万７,０００円から３１５万８,０

００円となったことにより減額するものと、上村土地改良区が管理するパイプラインを県営事業により、ア

スベスト管取りかえ工事を実施しておりますが、当初事業費１億５,０００万円から事業費を追加し、１億

６,８００万円となったことにより、町の負担額が１,５００万円から１,６８０万円となり、１８０万円を

追加するものです。目１７川辺川総合土地改良事業費につきましては、事業の計画変更同意取得のために、

その事務経費を追加したところですが、法手続の期間等により、同意取得の時期が、４月に予定がおくれる

ため減額するものとなります。目１９清願寺ダム管理費です。節１３委託料につきましては、関係する保守

管理委託業務の入札結果により減額するものです。次ページの節１９負担金補助及び交付金につきましては、

防災ダム事業を進めているところですが、当初事業費の、１億８,５００万円から、１億６,６００万円と変

更となり、町負担分の６％の、１,１１０万円から９９６万円となり、１１４万円減額となったものとなり

ます。以上で農業振興課分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  それでは商工観光課所管分の補正予算を説明いたします。まず歳入ですけ

れども、１３ページをお開きください。中段ほどに、目１総務費国庫補助金、節４地方創生拠点整備交付金、

３,８８０万、これにつきましては、おかどめ幸福駅周辺整備に交付金対象の７,７６０万に対しまして、半

額の３,８８０万を受け入れるものです。続きまして、１７ページをご覧ください。１番下段にあります、

目４産業活性化基金繰入金、４３万２,０００円の減額です。産業活性化基金繰入金の最終調整額としまし

て、４３万２,０００円の減額を計上しております。続きまして１９ページ、目３商工観光債、これにつき

ましては、３,５００万計上されておりますが、観光施設整備事業債ということで、先ほどのおかどめ幸福

周辺整備のハード事業、７,０００万円の２分の１、３,５００万を計上しております。続きまして歳出にな

ります。２９ページをお開きください。１番下段になりますが、目１商工総務費、節１９負担金補助及び交

付金、商工業制度資金利子補給費補助金、６０万を計上しておりますが、これは商工会に、申請されて商工

会がまとめて、町のほうに出されますが、平成２８年の１２月末現在で、６０万ほど不足するということで、

今回、補正予算として計上させていただいております。続きまして目２商工施設費、節１５工事請負費、２

１０万円の減です。当初予算は、３８６万４,０００円を計上しておりました。施工予定につきましては、

車止、身障者区画線、そして排煙窓の取りかえ等を計画しておりましたが、平成３０年にポッポー館の大規

模改修等を計画していることもありまして、施工カ所の見直しを行いまして、２１０万円の減額を行ってお

ります。次のページです。目１観光費、１３委託料、麓城址公園管理委託料、１０５万７,０００円の減額

ですが、これにつきましては植樹祭が、２８年度は上地区で開催されました。その際に、麓城址の伐採等に

つきましては、実施していただきましたので、私どもで上げている委託料につきましては、不用となりまし

たので減額させていただきます。続きまして、節１５工事請負費、３２９万６,０００円の減額です。これ

につきましては、ビハ公園キャンプ場に３台のトレーラーハウスがございますが、これの屋根工事を計画し
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ておりました。当初予算計上の見積もりを再検査しましたところ、強度不足ということで判断しました。そ

して再設計を行った結果、１基当たりの設計額が、当初の３倍ぐらいに膨れ上がったということで、トレー

ラーハウスの長寿命化を考慮した屋根工事ということで計画いたしましたけれども、費用対効果等を考慮い

たしまして、塗装等で長寿命化を図ることが、効果的じゃないかということで、今回、この予算を減額させ

ていただきます。続きまして目３地方創生拠点整備費、節８報償費、これにつきましては、幸福駅周辺整備

につきましての事業費になります。報償費につきましては、高校生カフェ展開事業講師謝金としまして、６

０万を計上しておりますが、接遇セミナー、企業セミナー等の、講師謝金と旅費を充てたいと思っておりま

す。節１２役務費、広告料１１０万と計上しておりますが、カフェ、マルシェ、モニターツアー、そして製

造体験、幸福関連グッズ等の広告に使用したいと思っております。節１３委託料、８９０万、そのうち７０

０万につきましては、ハード事業分の設計委託料になります。あとの１９０万につきましては、先ほど役務

費の広告料で説明いたしましたが、そういったものの委託料として考えております。節１５工事請負費、６,

３００万、これにつきましては、カフェ、販売所、体験交流所、そしてトイレ等の附帯施設を含みまして、

６,３００万を計上しております。節１８備品購入費、４００万、これにつきましては、それらの施設に関

する什器、食器棚等に充てたいと考えております。以上、商工観光課につきましては説明を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  それでは、建設林業課所管分を説明いたします。歳入のほうで１１ペー

ジをお願いいたします。最下段の住宅使用料、それから次のページの最上段になりますけども、同じく住宅

使用料の過年度分でございますけれども、３月までの徴収見込みにより減額、それから過年度におきまして

は、調整のための追加補正を行うものでございます。次のページ、１３ページをお願いいたします。下から

２枠目の、４土木費国庫補助金でございます。住宅建設物安全ストック形成事業補助金でございますけども、

これは個人住宅の耐震診断を行う場合、国と県で４万円ずつ助成する制度ですけども、当初１０件の申請見

込みで予算計上しておりましたけども、３件の申請でしたので、残額を減額補正するものでございます。そ

れから次の公営住宅等ストック総合改善事業補助金でございます。これは今年度交付金を活用いたしまして、

深田地区柴田団地の改修工事を行っておりますけれども、これの工事費確定による国からの交付金分でござ

いまして、減額補正をするものでございます。１６ページをお願いいたします。中ほどの農林水産業費県補

助金、節２の林業費補助金でございます。有害鳥獣駆除補助金でございますけれども、これは今年度３月ま

での補助対象獣の捕獲見込みにより減額を行うものでございます。次の筍竹材生産支援事業補助金、本年度、

本事業の予定をしておりましたけども、本年度、結果的に事業が成立しなかったということで、全額、減額

補正をするものでございます。次のページ、最上段でございますけれども、農林水産業費県委託金、これは

松くい虫防除関係の分でございまして、薬剤散布後の野生鳥獣の生息や、河川の水質調査に基づく委託費で

ございまして、実績に基づくものでございます。その下の土木費県委託金、県河川管理委託金でございます

けれども、これも県からの委託金の減額によるものでございます。歳出のほうをお願いいたします。２９ペ

ージです。真ん中の枠でございます。林業費関係ですけれども、目２林業振興費でございます。筍竹材生産

支援事業補助金、これは先ほど申したとおりでございまして、申請要望がなかったための減額でございます。

３公有林整備事業費、主なものでございますけれども、森林国営保険関係でございますけれども、これは実

測に基づく面積の減、あるいは加入カ所の見直し等により、保険料が減額となったためでございます。それ

から委託料の造林委託料、これは主に、ほとんどが入札残及び実測に基づく、事業実施面積減少等により、

委託料が減額となったためでございます。１７番公有林公有財産購入費でございます。当初、深田地区の分

収林を買い上げるということで、予算化してございましたけれども、本年度当初、途中でですね、該当地区

のほうから、まだ継続をしたいというような意思を占めされたために、この分の全額減額補正をいたすもの
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でございます。それから、６鳥獣被害防止事業でございます。これも本年３月まで捕獲を見込んだもので、

不足分の増額補正をお願いするものでございます。ちなみに、シカ１万円の８８２頭、イノシシ９,０００

円の１２６頭、サル５万円の２１頭、カラス１,０００円の４８羽、アナグマ１,０００円の５９頭の内訳で

ございます。次に、３１ページをお願いいたします。最上段の土木総務費、１９負担金補助及び交付金でご

ざいますが、耐震及びアスベスト診断補助金、これも歳入で説明いたしましたが、個人住宅の耐震診断が３

件の申請しかなかったための減額補正をするものでございます。次の枠の２の道路維持費、設計委託料、こ

れは主に橋梁関係でございますけれども、設計業務委託の入札残でございます。次の道路維持委託費は、町

道の除草業務委託に係る入札残でございまして、町内の業者あるいはシルバー人材センターにお願いしてい

る分でございます。調査作成委託料につきましては、道路用地未登記分の地積測量図を作成するための予算

でございますが、委託実績により減額をいたすものでございます。次の工事請負費でございますが、これは

主に地区からの要望による単独工事と、交付金を活用いたしました道路補修工事、橋梁補修工事に伴う入札

残が主な減額補正の要因でございます。次に、道路改良費でございますけれども、１３番設計委託料、これ

も須恵中央線の中央橋の測量設計委託、それからそれに引き続きの東免田停車場線の用地測量業務を予定し

ておりました分の用地交渉不調による減額をいたすものでございます。次の枠の１番河川総務費でございま

す。委託料の樋管操作員委託料、これにつきましては熊本地震により、臨時点検の回数が追加されたために、

委託料をお支払いするもので、追加になったものでございます。それから、県河川除草委託料は先ほど歳入

で申しましたとおり、県委託金の減によるものでございます。１番下の枠の住宅建設費でございますけれど

も、設計委託料、管理委託料、それから、耐震促進計画策定委託料、それぞれ入札残による減額補正でござ

います。工事請負費、同じく深田柴田団地改修工事の入札残により、減額補正をいたすものでございます。

以上、建設林業課所管分でございました。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、それでは、上下水道課所管分について説明をさせていただきます。

歳入の１６ページをお願いいたします。上段の目３衛生費県補助金、節１浄化槽設置県補助金の減額でござ

いますが、年度内設置完了予定の合併浄化槽が、当初見込み１３基に対しまして、実績が８基となる見込み

のための減額でございます。これにあわせまして、本来国の交付金を補正するものですが、国の交付金は、

平成２７年度から平成３１年度までの事業計画期間内での調整をされますので、その際に減額となるもので

ございます。続きまして歳出の２６ページをお願いいたします。２５ページからの続きで、目３の環境保全

費、節１９負担金補助及び交付金の減額でございますが、歳入で申し上げましたとおり、浄化槽設置の実績

による減額でございます。中ほどの、目９簡易水道費、節２８繰出金の補正でございますが、簡易水道特別

会計補正予算に伴いまして、繰出金を減額するものでございます。上下水道課分は以上でございます。よろ

しくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課課長(木下 尚宏君)  それでは、教育課所管の説明をさせていただきます。歳入でございます。１１

ページをお願いいたします。中ほどの３枠目、目４教育費負担金でございます。節１小学校負担金、それか

ら、節２中学校負担金、これにつきましては、日本スポーツセンターの負担金の９,０００円、１万１,００

０円の増でございますけれども、センターへの掛金に対する保護者の負担金でございます。生徒数の実績に

合わせまして、増額をいたしております。続きまして１２ページをお願いいたします。上のほうの目７教育

施設使用料でございます。節１社会教育施設使用料、１１万８,０００円の減、それから節３の体育施設使

用料の６０万円の減でございますけれども、実績見込みに合わせまして減額をいたしております。続きまし

て１３ページの１番下になります。目６教育費国庫補助金でございます。節３学校施設環境改善交付金、５,
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４２１万６,０００円でございますけれども、須恵小学校、深田小学校、あさ中、３校のトイレ改修分と、

免田地区体育館改修分の交付金でございます。次のページをお願いいたします。１番上の節４理科教育施設

整備事業費補助金５万１,０００円でございますけれども、上小学校と免田小学校のほうで購入いたしまし

た顕微鏡に対する補助金でございます。その下、節５の社会資本整備総合交付金は、岡原総合運動公園の整

備事業に今回、３００万円の補助金がつきましたので計上をいたしております。１６ページをお願いいたし

ます。下のほうになりますけれども、目６教育費県補助金、節１の教育費補助金でございます。本年度から

行いました、地域未来塾事業の補助金確定による減額補正で８万円でございます。１８ページをお願いいた

します。３枠目の諸収入、目３雑入の３行目、書籍販売料１万７,０００円と、それからその下の太陽光発

電売電収入３万６,０００円を、それぞれ実績見込みに合わせまして、減額をいたしております。続きまし

て、歳出でございます。３２ページをお願いいたします。２枠目、目２の事務局費につきましては人件費で

すので割愛をいたします。その下の、小学校費の目１学校管理費でございます。節１３委託料といたしまし

て、須恵小、深田小の合計、５３０万円をトイレ改修事業の設計監理委託料として予定しておりますけれど

も、今年度単独事業の委託料入札残の３１万円を引いた、４９９万円を計上いたしております。それから、

節１５工事請負費でございますけれども、須恵小学校のトイレ改修工事分、４,５００万円と、深田小学校

のトイレ改修工事分、６,３００万円の合計額から、現予算の残額分、２７３万７,０００円を差し引きまし

て、１億５２６万３,０００円の補正額としております。その下の中学校費の目１学校管理費でございます。

節１３委託料としまして、予定の２６０万円から現予算の残額分、１９万円を差し引いた、２４１万円をト

イレ改修事業の設計監理委託料として計上しております。次の工事請負費でございますけれども、トイレ改

修工事分、５,２００万円から、これも現予算の残額、１４６万４,０００円を引いた、５,０５３万６,００

０円を計上しております。次のページ、目１生涯学習総務費ですけれども、節７賃金のマイクロバス賃金と、

節１１需用費の減額補正でございますけれども、熊本地震の影響により中止になりました県の人権子供集会、

それから全国人権教育研究大会にかかる経費分を減額しております。節９の旅費、費用弁償、１０万４,０

００円の減額につきましては、１１月に福岡で開催されました、社会教育委員の九州大会への参加費の減額

でございます。目２公民館費、節９旅費、費用弁償８万円の減額につきましては、本年度から実施しました

地域未来塾の事業費実績に伴いまして補正を行っております。目３文化財保護費でございます。節８報償費、

調査指導員報酬費の５万円の減額ですけれども、掩体壕の遺跡調査、その実績に応じての補正でございます。

１３委託料と節１５工事請負費の減額ですけれども、これは、岡原地区の宮原観音堂の合併浄化槽設置に伴

います設計委託料、これにつきましては職員で対応いたしましたので、５８万９,０００円を減額しており

ます。それから、工事請負費につきましては、事業費残を減額補正しております。目６の生涯学習センター

事業費、節１３委託料、２５０万円の減額でございます。これは、生涯学習センターの西棟、収蔵庫等があ

るところでございますけれども、雨漏りによります屋根ふき替え工事を設計委託料を組ませていただいてお

りましたけれども、本年度当初から、原因はわかりませんけれども、雨漏り自体が止まっております。その

ため、事業の必要性が現段階ではなくなりましたので、事業実施を見送ることとしております。それで減額

をするものでございます。次に、目１保健体育総務費でございます。節１報酬、８４万９,０００円の減額、

スポーツ推進委員報酬につきましては、本年度３０名の予算を組んでおりましたけれども、２７名での活動

となりましたので、３名分の減額、小学校部活動社会体育移行検討委員会報酬につきましては、会議開催数

が減りました分、それと出席人員の実績による減額を行っております。節３の職員手当の時間外手当につき

ましては、チャレンジデー等の中止によりまして、実績見込みを計上しております。節９の費用弁償の減額

は、先ほど報酬のところでも申し上げました、小学校部活動社会体育移行検討委員会の会議開催の実績によ

るものでございます。節１９の負担金及び交付金につきましては、説明にあります通り、球磨郡体育協会負
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担金、これは負担金額の変更、それからチャレンジデー実行委員会の補助金につきましては、チャレンジデ

ー自体は、熊本地震により中止をいたしましたけれども、一部事業を既に実施しておりましたので、実績に

より減額をしております。次のページをお願いいたします。目２の体育施設費、７賃金、Ｂ＆Ｇのプール管

理員賃金の３０万円の減、それから、臨時職員の通勤手当１０万円の減につきましては、実績に合わせ減額

をしております。節９旅費、５万円の減額としておりますけれども、これはＢ＆Ｇの南九州ブロック総会が

中止になったことによります減額補正でございます。節１１の需用費、燃料費の減額ですが、実績見込みに

よりまして補正しております。節１３委託料の清掃委託料、６２万６,０００円の減額につきましては、高

山体育館の改修工事を行ったことによりまして、本年度は見送ることとして減額をしております。以上、教

育課所管の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  休憩いたします。午後は１時３０分から開会いたします。 

 

休憩 午後 ０時０５分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。総務課長から追加説明の申し出があって

おりますので、これを許可いたします。総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  １点だけ追加説明をさせていただきます。２０ページをお願いいたします。２

０ページの款２の総務費の目１一般管理費の中で、職員手当等は先ほどひとくくりで御説明しましたが、こ

の中で３の職員手当の中の退職手当特別負担金、これについて御説明をいたしたいと思います。５,４４９

万８,０００円。毎年今この時期に補正をお願いしているんですが、これその年度の退職者の中で、特別負

担金の対象となります、定年、あるいは早期退職、そういった関係の分の特別負担金ということで、今年度

につきましては、１３名該当する退職者が出ます関係で、５,４４９万８,０００円で、ちょっと多額の負担

金になっておりますが、今年度末のこの状態で、この時点で計上させていただくものでございます。追加説

明以上でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに説明漏れありませんか。ないですね。それで提案理由の説明が終わりました

ので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  ６番、小出です。農業振興課にお尋ねします。２８ページの目１６、農地費、

節１９負担金補助及び交付金のところで、特定農業用管水路等特別対策事業アスベスト管の入れ替えの事業

だと思いますが、事業費１億５,０００万に対して１億６,８００万ということで１,８００万の増額の事業

費と説明ありましたが、その増額になった理由の説明をお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  ただいまの特定農業用管水路特別対策事業の分につきましては、当初１億

５,０００万の事業費となっておりましたが、当初分につきましては３,０００万円が減額されまして、１億

３,８００万円となっておりました。その後追加補正がありまして、３,０００万円が新たに増額となってお

りますが、原因としまして、ちょっと内容的にはまだそこまで確認しておりませんでしたので、後ほどさせ

ていただきたいと思いますけれども、後の３,０００万円につきましては、充当率が１００％ということで、

３００万円が起債のほうに出てはきませんけど、その分と当初の３,０００万円減額した分につきましては、

９０％の充当率ということでありましたので、その１１０万円を減額して３００万円が追加されたというよ

うな感じで、１８０万円が、失礼しました１８０万円が増えたような当初の分については、起債の充当分に

つきまして１２０万円が減額して、あとの３,０００万円について１００％の充当率で３００万円、分かり
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ますかね、９割分がその起債になりますので、３００万円の国、すいません、当初の分につきましては１億

３,８００万円に減額されて、町の負担分につきましては１２０万円減額となっております。後で出てきた

３,０００万円の追加分について、３００万円が増加されましたので、その分で１８０万円となっておりま

す。差額が、一般会計分の歳出につきましては、起債の分につきましては１億、当初が充当率９０％で１,

５００万円だったものが、町負担分が１,３８０万円となりまして、起債分につきましては減額の１１０万

円、当初分が。後で出てきました追加分の充当率１００％分につきましては、３００万円が起債として対象

になりましたので、３００万円から１１０万円を差し引きまして１９０万円というふうになっております。

それと防災ダム事業分が１００万円減額されておりますので、１９０万から１００万円差し引きまして、９

０万円が補正額として上がっております。この追加分につきまして、工事内容がただいまのところまだわか

りませんので、後ほど説明させていただいてよろしいでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  よう分からんとですけど。この事業確か３社入っとっですよね。私は工事の

途中に不都合が生じて増額になったかなというふうに思うとですが。そういった元請があって、あとの２社

のその事業があるのか、それとも３社の共同体、この工事がその点を聞きたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  そういった事業内容につきまして、先ほど申しましたように、こちらでは

一般財源の分と起債の分の増減額だけ、県のほうからいただいたということで、事業内容につきましては、

はっきりわかりませんので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  農家もこれから水を利用することが大変多くなってくっとですよね、だんだ

ん。水田にしても畑地にしても。こういった今そういった不具合で工事が遅れて、また今からなる場合には、

そういった土地改良区等にも説明とかもして、農家の理解も得られなければならないと思いますので、その

点できるだけ早く、どういう理由であったのかも説明をお願いしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  その点農家の方々の説明も含めまして、内容について調べさせて御報告さ

せていただきます。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに質疑ありませんか。溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  繰越明許費補正の総務管理費についてお尋ねしますが、須恵中学校跡地の

工事がもう既に始められていると思います。説明がありました。この予算計上のときにあそこを売却すると

いうことでしたから、それならば需要動向ですよね、買い手の動向もしっかりと調べた上で、工事に取りか

かるべきではないですかというようなお話をした経緯があります。その辺はその方向で進めていきたいとい

う答弁があってたというふうに私は思いますが、工事が進んでるということはもう買い手がある程度、希望

があってるということだろうと私は思います。それならば、今の状況と坪単価をどのように設定されて、今

相手方と協議なされているのか。そのあたりをお知らせいただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  正式の売買の協議というのは当然まだ現時点でやっておりません。町の土地を

売却する場合、このケースについては、一般競争入札を一応想定をしておるわけでございます。ただ、問い

合わせがこういう町が造成をやっているという前提での問い合わせは個別にいただいておりますので、そう

いうところで若干の話はしておりますけれども、その中での具体的な単価の問題とか、そういう話は現時点

では当然のことながらしておりません。現状ではそういうことで、相手方と具体的なお話はやっていないと
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いうのが現状でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  今、あそこは４区画だったですかね。５区画、じゃそれの規模がどれくら

いあるのか、なおかつ町有財産ですから高く売るというのが基本ですからね、要は。しかしながら一般競争

するにしたって最低価格ですよね。それは出しておかないと、それ以上の問題ですから、それを出さないで

お話をするということは、いかがかと思いますが。どれくらいそのへんの単価が出てるんですか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  先ほど申し上げましたように正式の話を町として、そういった個別に個人の方

あるいはまたそういう希望を出されるであろうという方としているわけでございませんので、当然その価格

の話はできる状況ではございません。今おっしゃった相手方がおっしゃってるのは、いつぐらいになるのか

なとか、そういう時期的なことを言っております。ですから、こちらでお答えした場合ケースは先ほどちょ

っと説明ありましたとおり、若干遅れておりますので、そういうことで３月いっぱい今年度内はちょっと工

事的に工程的に無理な状況になってますようなお話はした経緯はございますが、それ以上具体的に踏み込ん

だ話はもちろんしておりません。今おっしゃいました最低価格の問題につきましては、不動産鑑定士のほう

に評価を受けておりますので、それをベースに、今後実際入札を執行するときに、最低価格を設定を町とし

てするということになるかと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  不動産鑑定が出てるということですが、平米当たりの単価が、そこの整地

をして一等地の場所的にはまた別として、１等地の住宅の土地になるわけですが、どれくらいの単価が出て

るんですか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  私の記憶が間違いでなければという前提ですけど、平米の３,６００円で評価

をいただいていたかと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １１番小見田です。２点についてお伺いいたします。１点は地方債補正

も絡めまして、３２ページの間違えました、３０ページの岡留公園の売店改修等について関連することで、

が１点と、それから学校のトイレ改修についての２点ちょっと伺いたいと思いますけど、まず地方債補正で

観光施設整備事業で補正３,５００万の限度額で組まれておりまして、それが３０ページの岡留公園の売店

改修に起債が３,５００万予定されておりますが、この起債が大体交付税措置で、残り町の一般財源として

持ち出すものは合計幾らの事業になるのかというのが１点と、開けまして３２ページの教育費の小学校費、

小学校と中学校にも及びますけど、トイレの改修に及んで、先日熊日新聞にもございましたけど、学校の洋

式トイレの比率等が出ておりましたけど、球磨郡はかなり下のレベルでございます。これをすることによっ

て何％ぐらいに上がっていって、大体熊本県下において、どれぐらいの序列に入るかぐらいは分かりますで

しょうか。この２点についてが出ております。 

◎議長（山口 和幸君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  まず１点目のおかどめ幸福駅周辺の売店の改修に関する地方債の件なんで

すが、今回３,５００万としておりますけれども、交付税措置が５０％ございます。ですから、この半分の

１,７５０万が一応交付税でくると、基準財政需要額に算入されるというふうなことになります。あと１,７

５０万と一般財源の３９７万５,０００円、足したものが、残りの一般財源の合計額というふうになります。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 
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●教育課長(木下 尚宏君)  小学校と中学校のトイレ改修の洋式化のパーセンテージということですけれども、

この間の新聞に載りましたときには、確かあさぎり町は下から２番目で２６％程度という記載がございまし

た。今回のトイレ改修につきましてはすべて洋式化を校舎内についてですけれども、すべて洋式化を計画し

ております。これを行った場合に、学校全体でのパーセンテージは８０％を超える洋式化率になると思って

おります。県内での序列ですけれども、当然ほかの町村でも改修を行っていくことが想定されますので、序

列的に何番目になるかというのはなかなか難しいかと思いますけれども、相当の上のほうの序列になるとい

うことは想定できる部分だと思っております。以上でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  第１番目のことはわかりました、約２,０００万から超える一般財源の

持ち出しということでございますね。それとトイレの洋式化率が８０％ということは、あと２０％っていう

のは随時今後洋式化になされていく考えなんでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長(木下 尚宏君)  あと残りますのが、体育館それから外のトイレになるかと思います。ただ、現在

トイレの改修事業は２９年度今回補正させていただいたのは２９年度予定している分を前倒しでさせていた

だくと。来年度について残りの学校の分を改修予定と。その次にも外壁とか、そういった大きな部分での工

事が控えておりますので、まずはそちらのほうを優先させていただく部分が先なのかなというふうに考えて

おります。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに。皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  １０番、皆越です。２６ページの中の母子保健事業費の中で、人吉医

療センター発達障害外来負担金が８万８,０００円となっております。当初予算でもこれが計上されており

ました。月１回での医師の対応ができなかったというような説明でございましたけども、あさぎり町内にお

いて窓口に、こういった相談がなかった旨か、ちょっとお尋ねしたいと思います。それとあと１点ですけど、

２７ページのふれあい物産館指定管理委託料が１１万の減になっております。当初は７１０万４,０００円

でしたけども、今回６９９万４,０００円というようなことでございますけども、その経緯を説明していた

だけないでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  人吉医療センターで実施をしております発達相談外来事業に、相談に行っ

ていただく子供さんていうのが、その前に各町村で乳幼児健診とか、育児教室とかをします。そこで気にな

ったお子さんを圏域で発達小児科の医師を雇用してやっております、乳幼児発達相談事業というのはござい

ます。まずそこに行っていただいて、その上で医療としての診断というか、そういうのが必要な方、今は松

橋の療育センターとかに行っていただいているんですけど、それを圏域でできないかっていうことで始まっ

た事業が、この人吉医療センターの方、相談外来、だから直接、人吉医療センターの外来を受けたいという

相談はございません。まず、各町村で気になるお子様と保護者に説明をして、人吉の乳幼児発達相談運営事

業というのがあるんですけど、乳児発達相談事業というのがありますから、そこでまず相談をしていただく。

その中で、医療の診断が必要な方を人吉福祉医療センターの発達相談外来にお願いする。それが県のモデル

事業は月に１回でしたので、県のほうにお願いして、もう１回医師を確保していただいてできないかという

ことで、２７年度は実施できたんですけれども、２８年度実施する前に、その方が異動されて、もうこちら

に来ることができない、ほかの医師が確保できなかったということで、今、県のモデル事業の月１回という

ことになってます。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 
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●農業振興課長（甲斐 真也君）  お尋ねのふれあい物産館の１１万円の減額につきましては、ふるさと振興

社と５年間の契約を取り交わしております。そこで実際は平成２８年度の指定管理委託料につきましては、

６９９万４,０００円となっていたところを、平成２７年度分の７１０万４,０００円で計上させていただい

ておりましたので、その分の差額を減額させていただいたものであります。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  そしたら、この指定料が２７年度の決算でも７１０万４,０００なん

ですけども、今回２８年度だけがこんな６９９万４,０００円ですか。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  ２６年度から契約しておりますけど、年々減額していくような契約額にな

っておりまして、２７年度は７１０万４,０００円。２８年度は６９９万４,０００円ということで、２９年

度は６０９万７,０００円というふうに管理料がふるさと振興社から将来の計画もいただいて、それで契約

させていただいているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  いいですか。ほかにございませんか。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  １８ページの諸収入の３番、雑入のところで、熊本県市町村振興協会

の市町村交付金ということで４４３万７,０００円、ＡＬＴの活用ということで言っていただきましたので、

次年度の雑入のところを見ましたら、そのあたりの金額っていうのは全然出ておりませんでしたが、これは

この最後の補正のときじゃないと出てこない金額なんでしょうか。その実際ＡＬＴにどういう形に使われて

いるのかっていうのも含めて、教えて下さい。 

◎議長（山口 和幸君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  熊本県市町村振興協会市町村交付金４４３万７,０００円ですけれども、

これについてはオータムジャンボの収益金の中から交付されるものでして、毎年この時期でないとこの金額

が確定されてこないというふうなことで、今回の補正というふうなことになってます。後サマージャンボの

ほうも、確か来てますけれども、その分もその時期ですかね、補正をして行っているというふうな状況です。

こっちのオータムのほうはＡＬＴのほうの教育委員会のほうで行っておりますし、外国青年招致事業そちら

のほうの経費に充てているというふうな状況です。それからサマージャンボのほうは有価資源物回収、そち

らのほうに充てているというふうなことですけど、よろしいでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  お金が来るのが今っていうことは、これは来年度のＡＬＴさんに向け

ての招致企業に使われているということですか。 

◎議長（山口 和幸君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  これについては、今年度の分に充てるというふうなことです。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  ３月ですので今年度と言いましたら、後１カ月ですよね。 

◎議長（山口 和幸君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  一応財源として充てるというふうなことで了解していただきたいというふ

うに思います。 

◎議長（山口 和幸君）  わかりますか。ほかにございませんか。市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  一つお聞きします。２５ページの衛生費の３番目、環境保全費、生ごみの収

集運搬委託料と生ごみの処理委託料、先ほどの御説明で事業所数の増額ということで御説明をいただきまし
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た。生ごみに関して、さらにバケツかなんかを置かれたということかと思いますけれども、どれぐらいの例

えばキロ数と言いますか、が搬入されて、それに関連して通常のごみが、例えば、今広域のほうに持ってい

くごみがどれぐらい減ったかとかっていうのはございますか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  今年の２８年８月から事業所が２事業所が増えましたので、それによって

の生ごみの排出量が増えたということで、一応生ごみの総量になりますけれども、家庭用の生ごみが、これ

が１月末までの量になりますが、１万２,７４０キロです。それとそれから事業系が１４万９,８８４キロと

いうことになります。失礼いたしました。２７万４,６２４キロが１月までの生ごみの排出量になっており

ます。それから今、ちょっと、申しわけありません。 

◎議長（山口 和幸君）  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時０３分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  大変申しわけありませんでした。先ほどお話しさせていただきましたよう

に、事業所が２事業所増えたことによりまして、予定よりも生ごみの運搬の委託の量が１１トンほど増えて

きております。それによる今回の増額補正です。それと処理委託料につきましても、２０トンほど減ってお

りますので、それ当初の予定よりも２０トンほど多いという見込みを立てておりますので、それによる増額

補正をお願いしているものでございます。大変お待たせいたしました。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  内容のほうは確認をいたしました。そうしましたら今後もごみ減量にという

ことで、町のほうも力を入れていらっしゃることは重々わかります。ゴミ袋を大きくして、減量化を図ると

いうことであれば、双方にどちらも一方が減量したからといって、片一方が増えてということでは削減につ

いてはなかなかつながっていかないと思いますので、この後の堆肥センターに持っていって堆肥にするとい

うことであれば、関連もしっかりつけていただいて、しっかりその処理の仕方っていうことと、ごみ減量に

努めていただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  答弁いいですか。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  ありがとうございます。住民の皆様それから全地区ではないですけれども、

生ごみ排出をしていただいてる地区の皆様、それから事業所の方々にも異物とかが混入ができるだけないよ

うな、生ごみの出し方等もお願いしながら、周知に向けてやっていきたいと思っております。ありがとうご

ざいます。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにありませんか。難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  ２番です。歳出の２０ページ、企画振興費の中の節１９負担金補助及び交

付金の、くま川鉄道経営安定化補助金についてお尋ねします。非常に大きな金額で、歳出ということになっ

ておりますので、初歩的な質問ですが、あさぎり町が全体の何％ぐらいの負担をしているのかをお願いいた

します。 

◎議長（山口 和幸君）  企画財政建設課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  この事業については、毎年くま川鉄道さんのほうで行われておりまして、

くま川鉄道の施設関係、枕木とかそういったものの取りかえ工事とか、そういったものをされております。
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それで大体経費としては、ちょっと記憶が定かではないんですが、４,０００万ちょっとだったと思います。

全体の事業費が。この事業は国からの補助金とか、そういったものをもらってされております。それとあと

残りについては、関係町村で負担するというふうな形でして、あさぎり町が何％になるかというのは、ちょ

っとここに資料がございませんので、また後ほど説明にかえさせていただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  難波議員。 

○議員（２番 難波 文美さん）  ちょっと大きな金額でもありますし、これから町の発展のためにも、くま

川鉄道を利用していただいて、あさぎり町にもたくさんのお客様を呼ぶということで、それに見合う負担を

しているということが町民にもはっきり理解できるような資料の御提示をお願いしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  副町長。 

●副町長（小松 英一君）  これは町長が役員でもありますし、私も監査役ですので、最初に御質問があった、

あさぎり町の負担割合、１０市町村、で公費負担をしてるわけですけど、２０％弱ぐらいにおよそなります。

赤字補てんも含めて。そして資産を合わせると大体あさぎりと人吉市でおよそ半分ぐらいを負担していると

いうふうな割合になります。これは当然くま川鉄道ですので、人吉から沿線の自治体の負担は大きいと、非

沿線のところは直接関係ないと言いながら、子供さんの通学とかで利用されることも想定されるということ

から、五木村さんでありますとか、球磨村さんも当然応分の負担をしていただいてるというふうな状況でご

ざいます。今おっしゃったように、非常に大きな公費負担が続いております。これが始まりましたときには、

基金がもう底をつくということで、もう最終的には自治体の補填をしなければならないという最終結論に至

った時点で、およそくま川鉄道が示した赤字補てん額は６,０００万程度でした。それをできるだけ小さく

していく努力をしますということで、公費負担を始めたんですけど、残念ながら現状では７,０００万台の

いわゆる経常赤字分とこういう施設整備の赤字補てん分、合わせまして年間に７,０００万台どうかすると

８,０００万に近づくような赤字補てんになりますので、そのところは重々会社の経営のほうにも努力をし

ていただくように、今後も沿線自治体として働きかけをしていくということでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  いいですか。ほかにありませんか。森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  昨年だったですかね、個人番号のカード化ということで全所帯に通知がきまし

たけれども、その後あさぎり町でカード申請された方は把握できておりますか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  個人番号カードの交付状況ということでよろしいでしょうか。３月１日現

在で、住民の方がＪリース地方公共団体システム機構のほうに申し込みされてるのが１,４５８件、そのう

ち町のほうが交付している枚数が１,１３８件でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  次カードが町に来てから、あるいは１年経過すると処分するんじゃなかったで

すかね。町が。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  処分するというのは、まず通知カードのほうになるかと思います。１番最

初に来てる番号だけが記載されてるカードでございます。今現在、あさぎり町の交付残数が６４通です。ま

だ受け取りをされてないのが６４通あります。これはもう自治体に任せてある部分もありますので、今のあ

さぎり町、今のところまだ保管場所がありますので、保管をしている状況です。 

◎議長（山口 和幸君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  今時期的に確定申告が３月１５日までということになっておる中で、いろんな
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カードの紛失とか、もともとの通知カードの紛失という方が非常に多いもんですから、今後、啓発もそうい

うとこ、なんかやっていかないと、ちょっと町のほうでも、今住民票から出ることは出るけど、いろんな書

類を出すときに写真を出したりとか色んなことで、色んな住民の方が煩わしい思いをされていると聞きまし

たので、そこんところの啓発を何らかの形でまたお願いしていただいて、そういった整理場所がまだ余裕が

あるならば、その政令都市みたいなところだったら、非常に置くところがないというようなことで、処分と

いうようなことになるんではないかと思いますけれども、そういったところの対応をお願いします。以上で

す。 

◎議長（山口 和幸君）  答弁よかですか。ほかにありませんか。ないですね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第４９号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

日程第２ 議案第５０号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第２、議案第５０号、平成２８年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５０号、平成２８年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について提案いたします。平成２８年度あさぎり町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は次に定め

るところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、２,８７７万

４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、２６億１,７５８万６,０００円とするも

のでございます。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきま

すようよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  健康福祉課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。

１ページの続きを読ませていただきます。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。今回の補正は、医療費等の支出

に係ります療養費等の補正はございませんで、主に国民健康保険の財政の安定化にかかる、歳入歳出の国保

連合会、それから国県の通知に基づくところの、歳入歳出の補正が主なものでございます。６ページをお願

いいたします。歳入でございますが、款３の国庫支出金、財政調整交付金ですが、４７３万４,０００円の

減額としております。これ以降の科目の補正と、歳出との調整をここでさせていただいております。次の款

７共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金でございます。節１高額医療共同事業交付金、２,２３６万

８,０００円、節２保険財政共同安定事業交付金、３,１９３万１,０００円の減額でございます。２８年度

の交付金の決定通知に基づいたところの補正でございます。それから、款８財産収入、利子及び配当金を基

金利子に積むものでございます。９,０００円の補正です。款９繰入金、目１一般会計繰入金でございます。

一般会計で少し御説明申し上げましたけれども、保険財政の安定化に資するための一般会計からの繰入金、

節１保険基盤安定繰入金が９万１,０００円の減額、節の３財政安定化支援事業繰入金が、３４６万７,００
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０円の減額でございます。それから、節の２出産育児一時金等繰入金、それから節４その他一般会計繰入金

については、国民健康保険特別会計の現在の状況を見まして、一般会計の繰り入れをしないでも賄えるとい

うところで、その分を減額するものでございます。次のページをお願いいたします。歳出でございます。財

源の更正は、特定財源を減額としておりますので、その分を一般財源を充てるというところです。９ページ

の上のほうでございますけれども、款３後期高齢者支援金等、目１の後期高齢者支援金、それから、その下

の款４前期高齢者納付金と、目１前期高齢者納付金ですが、これはそれぞれ通知決定通知がございましたの

でその分を計上させていただいているところでございます。それから、款の７共同事業拠出金、財政安定化

のための保険者が資金を出し合ってですね、それぞれの財政安定化に資するための拠出金でございますけれ

ども、これも決定通知が来ておりますので、それに合わせたところの事業になります。高額医療共同事業拠

出金については、２１３万１,０００円の増額、保険財政共同安定化事業の拠出金については、３,０６８万

７,０００円の減額でございます。それから、次のページ、１０ページですが、基金積立金、歳入のほうで

利息分がありましたけれども、それを積み立てるものでございます。それから、款１１諸支出金の、目３償

還金、７４万円でございますけれども、２７年度の保健事業の精算が確定いたしまして、補助金の、国と県

の補助金を返す必要がございますので、その分の償還金として、７４万円を計上したところでございます。

以上でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、失礼しました、税務課長。 

●税務課長（那須 正吾君）  税務課所管分について御説明申し上げます。１０ページをお願いします。中ほ

どの、目１一般被保険者保険税還付金、１００万円の減額になります。現在までの支出済み額が、４９万８,

０００円で、予算残が見込まれますので今回減額したものです。税務課所管分は以上でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第５０号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

日程第３ 議案第５１号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第３、議案第５１号、平成２８年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５１号、平成２８年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について提案いたします。平成２８年度あさぎり町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は次

に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２４０

万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１億７,８４３万８,０００円とするも

のでございます。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきま

すようよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（岡部 和平君）  後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）について説明申し上げます。
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１ページの続きを読ませていただきます。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。開けていただいて、６ページを

お願いいたします。歳入でございます。款１後期高齢者医療保険料、目１後期高齢者医療保険料、現年分の

特別徴収保険料と、節の２の普通徴収保険料、当初予算計上時は、１２月ぐらいのときのですね、それぞれ

の特別徴収と普通徴収の収納状況の割合、調定の割合で、当初予算計上させていただいておりますけれども、

本年度は現状を見ますと、特別徴収の保険料が見込みよりも少なくて、普通徴収のほうが多いということで

すので、それに合わせて、特別徴収を２５０万円の減額、普通徴収分保険料を３００万円の増額とさせてい

ただいておるところでございます。それから、滞納繰越分の普通徴収保険料、１１万円の増額でございます

が、保険料の未納がある方については、御相談させていただいております。その中で、納付に結びついた結

果ということで、現在の状況を見まして１１万円増額するものでございます。それから、款の３繰入金、目

１一般会計繰入金ですが、これも国保と同じようにですね、後期高齢者医療も、保険料の軽減分について、

公費をもって補てんするという制度でございます。保険基盤安定繰入金、広域連合からの決定通知に基づい

たところの補正で、２７８万２,０００円を減額するものでございます。それから、款４諸収入、目４の保

険料還付金ですが、これは過年度分の保険料を還付する場合に、その財源として、広域連合から受け入れる

ものでございます。歳出で還付する見込みがないということで減額いたしますので、その分の財源としての

歳入も減額させていただくということで、２３万３,０００円の減額でございます。次のページが歳出です

が、款２後期高齢者医療広域連合納付金、目１後期高齢者広域連合納付金ですが、町が収納いたしました保

険料を、今度は広域連合に納付金として納めます。歳入で補正しましたところで見込んだところの納付金の

増額分、６６０万８,０００円、それから、基盤安定負担金は、広域連合から決定通知が来ておりますので、

それに合わせたところの、２７８万１,０００円の減額となっております。それから、先ほど申し上げまし

た、諸支出金の保険料還付金、過年度の保険料の還付の状況を見まして、２３万２,０００円を減額するも

のでございます。以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第５１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。ここで

１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２７分 

再開 午後 ２時３７分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。農業振興課長から追加答弁の申し出が

あっておりますので、これを許可いたします。農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  先ほどの６番議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。県営
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事業で行っております特定施設のアスベスト管の取りかえの工事なんですけれども、２８年度当初におきま

しては、１億５,０００万円の工事として、予算を計上しておりましたが、実際は平成２７年度で前倒しに

より工事を進めたことによりまして、平成２８年度分は１億３,８００万円で工事ができたということであ

ります。その中で、国の補正により、３,０００万円の追加補正がありまして、その分につきましては、平

成２９年分の工事を含めたところで実施をするということで話を受承っております。また、工事につきまし

ては、発注者の県と、地元土地改良区とも協議しながら、営農に支障がないように進めていきたいというふ

うに回答をいただいたところです。先般、水の確保が難しい状況で工事がされたときがありまして、そこで

土地改良区と県と話をされて、問題解決がなされたようでございます。以上でございます。 

日程第４ 議案第５２号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第４、議案第５２号、平成２８年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第

４号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５２号、平成２８年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて提案いたします。平成２８年度あさぎり町の介護保険特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところ

による。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、２,３５２万６,０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１９億７,０３５万９,０００円とするものでござい

ます。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろ

しくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（上村 哲夫君）  それでは、予算書１ページの第２項以降を朗読しいたします。第２項、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳

出予算補正による。平成２９年３月７日提出、あさぎり町長、愛甲一典。６ページをお願いいたします。今

回の補正予算につきましては、歳入のそれぞれの款項目において、交付額の決定並びに交付申請額の確定な

どの実績額等においての増減額の補正を行うものでございます。まず款１保険料、目１第１号保険者保険料、

節２現年度分普通徴収保険料、普通徴収調整見込み額として、１００万円の減額補正をお願いしております。

次の目１督促手数料、節１督促手数料につきましても、過年度分、現年度分の実績見込みにより、１３万円

の減額補正を計上いたしております。次の国庫支出金から、支払い基金交付金県補助金、繰入金の各歳入項

目につきましては、歳出の各項目の予算執行における本年度の実績や見込み額に基づきまして、国からの内

示額などに伴いましての、増額減額それぞれの補正内容となっております。款３国庫支出金、目１介護給付

負担金につきましては、現年度分で、３２８万５,０００円の増額、追加補正となっております。国負担分

２５％でございます。項２国庫補助金、目１調整交付金で、２９９万９,０００円の減額、目２地域支援事

業交付金、節１介護予防事業交付金で、２１０万９,０００円の減額、節２包括的支援事業任意事業交付金

で、２６１万３,０００円の減額、目３介護保険事業補助金で、システム改修に要しました、これは２分の

１の補助金の確定によりまして、９,０００円の減額補正となっております。次の７ページをお願いいたし

ます。款４、目１支払基金交付金、節１、現年度分で、１１月までの実績に基づく変更交付申請額によりま

して、１,７６１万１,０００円の減額、目２地域支援事業支援交付金、節１現年度分で、２１３万４,００

０円の減額となっております。次に、県の補助金関係でございますけれども、款５県支出金、目１地域支援

事業交付金、節１介護予防事業交付金で、現年度分、１０万４,０００円の減額、節２包括的支援事業任意

事業交付金で、１３０万５,０００円の減額となっております。款７繰入金、項１一般会計繰入金、目１地

域支援事業交付金で、節１介護予防事業分の繰入金が、１０万６,０００円の減額をお願いしております。

節２包括的支援事業任意事業分の繰入金が、１３０万５,０００円の減額、目４、節１低所得者保険料軽減
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負担金の変更に伴いましての繰入金で、１３万８,０００円の減額補正となっております。次の８ページを

お願いいたします。目１居宅介護サービス費収入、節１新予防給付サービス計画作成費収入で、９４万８,

０００円の増額補正をお願いしております。合わせまして、今回補正の歳入合計額が、２,３５２万６,００

０円を減額補正し、補正後の歳入合計額を、１９億７,０３５万９,０００円とするものでございます。次に

９ページをお願いいたします。歳出予算の補正でございます。歳入同様に、本年度の支払い実績及び後半期

の支払い状況等を、見込みを算入いたしまして、不足額、不用額を、増額減額それぞれ補正するものでござ

います。まず款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費で、９万５,０００円を減額いたしております。

地域包括支援センター運営協議会の開催にかかる費用１回分の報酬６万円と、費用弁償、１万６,０００円、

介護保険システム改修委託料の確定によりまして、１万９,０００円の減額補正となっております。次の項

２、目１介護認定審査会費、節１２役務費で、主治医意見書作成委託料ですが、不足が見込まれております、

５２万１,０００円分を増額補正するものでございます。次の款２保険給付費、目１介護サービス等給付費、

節１９負担金補助及び交付金、実績見込みによりまして、介護サービス等給付費負担金につきましては、３

月末予測見込みで、１５億８,０００万程度になるという見込みから、今回６,５６１万６,０００円の減額、

目１介護予防サービス等給付費、節１９で介護予防サービス等給付費負担金で、同じく３月末見込みで、７,

１１０万円程度になるという見込みから、今回６４４万２,０００円を減額補正するものでございます。次

の１０ページをお願いいたします。目１審査支払い手数料につきましては、財源更正となっております。次

の目１高額介護サービス費、節１９で高額介護予防サービス給付費負担金につきましては、現予算で不足が

見込まれるために、３３２万５,０００円を増額補正、次の目ですけど、高額医療合算介護サービス費、節

１９で高額医療合算介護、介護予防ですけども、サービス給付費負担金で３２９万３,０００円の増額をお

願いしております。次の目、特定入所者介護サービス費、同じく節１９で特定入所者介護予防サービス給付

費負担金として、同様に不足が見込まれるために、今回不足する給付費を１,８０９万円を増額補正お願い

しているものでございます。１１ページをお願いいたします。款４地域支援事業費、項１介護予防日常生活

支援総合事業費は、１次及び２次介護予防事業で、国が２５％、県と町が１２.５％、保険料５０％の負担

割合で実施されております。目１要支援者予防生活介護支援サービス及びケアマネジメント等事業費、節１

３の委託料での８４万円の減額補正につきましては、要支援の方がサービス途中で要介護認定申請や施設に

入所されたためなどの理由によりまして、当初見込みより利用が少なかったこと、という理由によるもので

ございます。目２、一次予防事業費は、財源更正となっております。次の項２包括的支援事業任意事業費、

これにつきましては、国３９％、県と町が１９.５％、第１号保険料、２２％の負担割合の事業となってお

ります。目１地域包括支援センター管理費で、職員の扶養手当の減額、目２の包括的支援事業費は、財源更

正となっております。目３の任意事業につきましては、節１の報償費から、節２０の扶助費まで、目の合計

で、２７３万５,０００円の減額補正といたしております。これにつきましては、それぞれの節の項目にお

ける、これまでの実績及び年度末までの見込みによる減額となっておりますけれども、節１１需用費、この

消耗品費につきましては、現在活動していただいております、２名の介護相談員手帳の購入費用として、１

万円を追加するものでございます。次の１２ページをお願いいたします。目４社会保障充実分事業費につき

ましては、財源更正となっております。款５予備費では、歳入歳出の調整額として、２,７２０万１,０００

円の追加をお願いいたしております。歳入の国庫支出金、介護給付費負担金につきまして、現年度分で３２

８万５,０００円の増額補正をお願いいたしておりますけれども、１月末での給付実績により、追加で交付

申請を行っておりますので、予備費での、今回調整を行うものでございます。１３ページ以降の人件費関係

につきましては、割愛させていただきます。以上、歳出合計で、２,３５２万６,０００円を減額補正し、補

正後の歳入合計額を１９億７,０３５万９,０００円とするものでございます。以上で説明終わります。よろ
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しくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第５２号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

日程第５ 議案第５３号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第５、議案第５３号、平成２８年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５３号、平成２８年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第３号）につ

いて提案いたします。平成２８年度あさぎり町の上財産区特別会計補正予算第３号は、次に定めるところに

よる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８３８万２,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１億８,８８５万４,０００円とするものでございます。詳

細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願

いします。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  それでは１ページの続き朗読させていただきます。第２項、歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算

補正による。開けていただきまして、６ページ、７ページをお願いいたします。まず６ページ歳入でござい

ます。基金繰入金のところでございますけれども、当初財源不足に充当するために、予定しておりましたけ

れども、その分を減額補正するものでございます。なお、今年度におきましては、分収林買い上げに充てた

分、１億２,１１４万６,０００円を除いた減額ということでございますので、通常の財源不足の分について

の全額減額ということでございます。それから繰越金でございます。基金繰入金を減額した分、前年度繰越

金で歳入不足分を調整するために、補正を行うものでございます。次に７ページ歳出の部でございます。一

般管理費、２７公課費の減額でございますけれども、本年度、平成２７年度事業分について、確定申告した

際、中間申告した額よりも下回り、支出がありませんでしたので、平成２８年度事業分の中間申告見込み額

を残して、減額するものでございます。それから、下の枠でございますが、財産造成管理費でございます。

役務費の市場手数料、最終の市場への出荷見込み、数量等により、不用額を減額するものでございます。同

じく、造林委託料、事業実施額の確定により、不用額を減額するものでございます。以上です。よろしくお

願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第５３号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。 

日程第６ 議案第５４号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第６、議案第５４号、平成２８年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５４号、平成２８年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について提案いたします。平成２８年度あさぎり町の簡易水道事業特別会計補正予算第３号は、次に定める

ところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、１,２４０万１,

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、３億４,４６７万１,０００円とするものでご

ざいます。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう

よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の説明をさせていた

だきます。まず１ページの続きから読み上げさせていただきます。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。それでは、

４ページをお願いいたします。歳入でございます。目１一般会計繰入金の減額でございますが、今回の補正

で歳入超過となる分を減額するものでございます。５ページをお願いいたします。目１一般管理費の減額補

正では、人件費の補正と、節９旅費と、節１９負担金補助及び交付金につきましては、水道技術者資格取得

講習会実務研修に参加できなかったため、減額するものでございます。節１３の委託料につきましては、水

道事業会計統合支援委託料、その二つ下の水道事業変更計画届け出書作成業務委託料につきましては、入札

による残額の減額でございます。２番目の資産台帳入力業務委託料につきましては、業務を職員で行いまし

たもので、不用額となったものでございます。節２７の公課費、消費税の補正でございますが、消費税の支

出につきましては、２８年度の消費税につきましては、まず２７年度の確定申告を２８年度中に行いました

額の２分の１の額を、中間納付として３月に支払いまして、翌年の確定申告により、その差額分を納めてお

るため、今までの会計の中では、翌年度支払い分は計上しておりませんでしたけど、今回、公営企業会計へ

の移行に伴いまして、２８年度分につきましては、２８年度で計上しまして、未払金として、取り扱うため

に、今回計上したものでございます。その下の目２維持管理費につきましては、節１３委託料、節１６原材

料費、節１８備品購入費につきましては、実績見込みによる減額でございます。以上で説明を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第５４号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方
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は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。 

日程第７ 議案第５５号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第７、議案第５５号、平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第

４号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５５号、平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて提案いたします。第１条、平成２８年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算第４号は、次に定めると

ころによる。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第４号）の説明をさせていただき

ます。１ページの第２条から読み上げさせていただきます。第２条、平成２８年度あさぎり町水道事業特別

会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。項目４、主要な建

設改良事業、配水管布設、布設替工事ほか、補正前の額６,３２６万円、補正額１,５３０万円の減額、計４,

７９６万円、第３条、予算第３条に定めた収益的収入支出の予定額を次のとおり補正する。収入、科目、第

１款事業収益、補正前の額７,２３８万５,０００円、補正額２０万円の減額、計７,２１８万５,０００円。

次ページをお願いいたします。支出、科目、第１款事業費用、補正前の額６,４４３万６,０００円、補正額、

第１項営業費用で１３０万円の減額、第２項営業外費用で１３０万円の増額で、プラスマイナスゼロとなり

ます。計６,４４３万６,０００円。第４条、予算第４条本文括弧書きの全文を（資本的収入額が、資本的支

出額に対し不足する額、９０６万３,０００円は過年度損益勘定留保資金、１００万８,０００円、減債積立

金４５１万１,０００円及び当年度分、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、３５４万４,０００円で補

てんするものとする。）に改め、資本的収入支出の予定額を次のとおり補正する。収入科目、第１款資本的

収入、補正前の額５,３０４万１,０００円、補正額９６０万円の減、計４,３４４万１,０００円。３ページ

をお願いします。支出科目、第１款資本的支出、補正前の額、６,７８０万４,０００円。補正額、１,５３

０万円の減、計５,２５０万４,０００円。第５条、予算第５条で定めた企業債の限度額を次のとおり補正す

る。起債の目的、上水道整備事業、補正前の額５,１５０万円、補正額９６０万円の減、計４,１９０万円。

詳細につきましては、１３ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の収入でございます。目３消費

税還付金の補正でございますが、３月末での決算見込みにより消費税が納付となる見込みでございますので、

減額するものでございます。１４ページをお願いいたします。２目配水及び給水費の補正は、電力料の実績

見込みにより、減額するものでございます。次の消費税及び地方消費税の補正は、消費税還付金の補正は、

消費税が納付見込みとなるため計上するものでございます。１５ページをお願いいたします。資本的収入及

び支出でございます。収入でございます。１目企業債の補正は、水道施設更新事業の工事費及び委託料の減

額による企業債の減額でございます。１６ページをお願いいたします。支出でございます。１目配水設備整

備費、節１工事請負費の水道施設更新工事につきましては、平成２７年度免田二子地区の水道施設更新工事

で、県道多良木相良線に敷設した配水管の舗装本復旧の予定をしておりましたが、県がその部分を含めて、

舗装工事をしていただくことになり、減額するものでございます。水道施設更新事業に伴う給水工事につき

ましては、実績により減額するものでございます。節２の委託料につきましては、水道施設更新事業測量設

計につきましては、入札残の減額でございます。水道施設更新事業に伴う実施した給水工事のカ所が少なか

ったために、職員が対応したために、不用額となったものでございます。１７ページをお願いいたします。
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地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書で

ございます。上水道企業債の当該年度末現在高見込み額は１億５,６７１万３,０００円の見込みでございま

す。８ページにお戻りいただきます。キャッシュフロー計算書でございます。９ページにありますように、

資本増加額、３,０２０万４,０００円、資金期末残高、２億１,７４９万円となる見込みでございます。１

０ページから１１ページにかけまして、予定貸借対照表を載せております。負債の部、資産合計及び負債資

本合計、それぞれ、６億４,３９５万９,６２７円、同額となる見込みでございます。説明は以上でございま

す。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑ありませんね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第５５号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

日程第８ 議案第５６号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第８、議案第５６号、平成２８年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算

（第５号）についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５６号、平成２８年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第５号）に

ついて提案いたします。平成２８年度あさぎり町の下水道事業特別会計補正予算第５号は、次に定めるとこ

ろによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６７１万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、８億２５８万５,０００円とするものでございます。詳細につき

ましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第５号）の説明をさせていただ

きます。１ページの第１条２項から読み上げさせていただきます。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分毎の金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出補正予算補正による。繰

越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、第２表、繰越明許費による。地方債の補正、第３条、地方債の変更は第３表地方債補正による。そ

れでは、３ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費でございます。ストックマネージメント基本計

画策定業務委託を明許繰越するものでございますが、ストックマネージメント基本計画額につきましては、

国が昨年１０月になりまして、今までに示されていたストックマネジメント計画とは違う簡易的な手法によ

るストックマネージメント計画の作成事例を発表されております。あさぎり町の計画も、それと同様のもの

でよくなったため、これまでに公表されておりました歩掛ではなく、新たに独自の歩掛を調査しての発注と

なり、１月末の発注となったため、年度内の完了が見込めなくなりました。そのため、繰越明許を行うもの

でございます。次の４ページをお願いします。第３表、地方債の補正でございます。下水道事業の建設債を、

流域下水道建設負担金の確定見込み額が減額となったために、限度額を３,７２０万円、７６０万円減額す
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るもので、資本費平準化債につきましては、借入額の確定によりまして、限度額を７０万減額し、１億７,

０５０万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法については、補正前に同じものとなっ

ております。６ページをお願いいたします。目１の下水道事業負担金の補正でございますが、起債の減額に

よりまして、不足する下水道建設費の財源としまして、増額するものでございます。次の目２簡易排水使用

料の補正につきましては、決算見込みによりまして、使用料が不足する見込みですので、減額するものでご

ざいます。次の目１下水道事業債の補正は、流域下水道事業建設負担金の確定見込みによる減額と、資本費

平準化債の借入額の確定による減額でございます。７ページをお願いいたします。歳出でございます。目２

下水道維持費の補正は、職員の期末勤勉手当の補正でございます。目３の簡易排水維持費の補正は、使用料

収入の減額に伴いまして、実績見込みで、不用額となる見込みの修繕料を減額するものでございます。目４

の下水道建設費の補正は、流域下水道建設負担金の確定見込みによる減額でございます。その下の款２公債

費、目１元金につきましては、財源の組み替えを行ったものでございます。説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これから議案第５６号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（山口 和幸君）  起立多数です。したがって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

日程第９ 議案第５７号～日程第１７ 議案第６５号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第９、議案第５７号、平成２９年度あさぎり町一般会計予算についてから、日

程第１７、議案第６５号、平成２９年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算についてまでを一括議題とし

ます。お諮りします。議案第５７号から議案第６５号について、本日８日は提案理由のみの説明を行い、あ

す９日に税務課分を除く総務文教常任委員会所管課分、１０日は税務課分を含む厚生常任委員会所管課分、

１３日に建設経済常任委員会所管課分についての説明質疑を行い、採決は１７日に行いたいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（山口 和幸君）  異議なしと認めます。したがって、本日は８日は提案理由のみの説明を行い、あす

９日に税務課を除く総務文教常任委員会所管課分、１０日は税務課分を含む厚生常任委員会所管課分、１３

日に建設経済常任委員会所管課分についての説明、質疑を行い、採決は１７日に行うことに決定しました。

なお、お手元に配付しました文書のとおり、各課の担当職員も説明員として出席しますので報告しておきま

す。それでは、提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  平成２９年度の当初予算に向けて提案をいたします。議案第５７号、平成２９年度

あさぎり町一般会計予算、平成２９年度あさぎり町の一般会計の予算は次に定めるところによる。歳入歳出

予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、９８億９,３８５万２,０００円と定める。議案

第５８号、平成２９年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算、平成２９年度あさぎり町の国民健康保険特
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別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ、２６億５００万円と定める。議案第５９号、平成２９年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算、

平成２９年度あさぎり町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第

１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、１億８,４２５万６,０００円と定める。議案第６０号、

平成２９年度あさぎり町介護保険特別会計予算、平成２９年度あさぎり町の介護保険特別会計の予算は、次

に定めるところによる。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、２０億２,７

９２万５,０００円と定める。議案第６１号、平成２９年度あさぎり町上財産区特別会計予算、平成２９年

度あさぎり町の上財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ、１億１,０７１万９,０００円と定める。議案第６２号、平成２９年度あさ

ぎり町水道事業特別会計予算、第１条、平成２９年度あさぎり町水道事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。議案第６３号、平成２９年度あさぎり町下水道事業特別会計予算、平成２９年度あさぎり町下

水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ、７億６,７１６万３,０００円と定める。議案第６４号、平成２９年度球磨郡障害認定審査

事業特別会計予算、平成２９年度球磨郡障害認定審査事業特別会計の予算、次に定めるところによる。歳入

歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、５５０万３,０００円と定める。議案第６

５号、平成２９年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算、平成２９年度球磨郡介護認定審査事業特別会計

の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、

３,２４９万５,０００円と定める。以上、よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（山口 和幸君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼、お疲れ様でした。 

 

午後３時２６分  散 会 

 


